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論
説朝

鮮
総
督
府
の
教
育
政
策
に
お
け
る
漢
字
・
漢
文

―
小
倉
進
平
旧
蔵
資
料
を
中
心
に
―

辻　
　
　

大　

和

は
じ
め
に

韓
国
で
の
近
代
教
育
は
一
八
九
四
年
か
ら
一
八
九
五
年
に
か
け
て
導
入
さ
れ
、一
八
九
五
年
に
教
育
担
当
の
省
庁
と
し
て
「
学
部
」

が
設
置
さ
れ
、
漢
城
師
範
学
校
官
制
、
外
国
語
学
校
官
制
、
小
学
校
令
が
公
布
さ
れ
た
。
一
九
〇
五
年
に
第
二
次
日
韓
協
約
が
調
印

さ
れ
る
と
韓
国
は
日
本
に
「
保
護
国
」
化
さ
れ
、
教
育
制
度
も
改
変
さ
れ
て
一
九
〇
六
年
に
は
師
範
学
校
令
、
普
通
学
校
令
が
公
布

さ
れ
た
。

一
九
一
〇
年
八
月
に
韓
国
併
合
が
実
施
さ
れ
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
「
学
部
」
が
廃
止
さ
れ
、
朝
鮮
総
督
府
内
務
部
の
下
に
「
学
務

局
」
が
設
置
さ
れ
た
。
学
務
局
に
は
学
務
課
と
編
輯
課
が
置
か
れ
、
学
務
課
は
教
育
、
学
芸
、
教
員
、
幼
稚
園
お
よ
び
図
書
館
、
朝

鮮
総
督
府
観
測
所
お
よ
び
経
学
院
に
関
す
る
事
項
を
掌
り
、
編
輯
課
は
教
科
用
図
書
、
民
暦
の
出
版
お
よ
び
頒
布
に
関
す
る
事
項
を

掌
っ
た

（
１
）
。



東洋文化研究 19 号　　96

一
九
一
一
年
八
月
に
公
布
さ
れ
た
「
朝
鮮
教
育
令
」（
勅
令
第
二
二
九
号
）
で
は
、
朝
鮮
人
向
け
の
教
育
機
関
と
し
て
普
通
学
校

（
四
年
制
）、
高
等
普
通
学
校
（
四
年
）、
女
子
高
等
普
通
学
校
（
三
年
）、
各
種
実
業
学
校
お
よ
び
専
門
学
校
が
置
か
れ
た
。
普
通
学

校
の
教
科
は
「
普
通
学
校
規
則
」（
朝
鮮
総
督
府
令
第
一
一
〇
号
）
に
お
い
て
定
め
ら
れ
、
教
科
は
修
身
、
国
語
〔
日
本
語
〕、
朝
鮮

語
及
漢
文
、
算
術
が
必
須
科
目
と
な
り
、
理
科
、
唱
歌
、
体
操
、
図
画
、
手
工
、
裁
縫
及
手
芸
、
農
業
初
歩
、
商
業
初
歩
は
土
地
の

状
況
に
よ
り
欠
い
て
も
よ
い
こ
と
と
さ
れ
た

（
２
）

。

こ
の
な
か
で
本
論
で
注
目
す
る
の
は
「
朝
鮮
語
及
漢
文
」
で
あ
る
。
韓
国
併
合
以
前
は
朝
鮮
語
（「
諺
文
」）
と
漢
文
は
別
教
科
で

あ
っ
た
が
、
朝
鮮
教
育
令
に
よ
り
単
一
科
目
と
な
っ
た
。
日
本
本
土
で
は
小
学
校
で
漢
文
教
育
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
「
朝
鮮

語
及
漢
文
」
を
、
朝
鮮
総
督
府
学
務
局
は
い
か
な
る
背
景
で
設
置
し
、
い
か
な
る
調
査
を
行
っ
て
い
た
の
か
。
関
係
す
る
研
究
を
教

育
政
策
、
日
本
語
教
育
、
朝
鮮
語
教
育
の
三
つ
に
わ
け
て
概
観
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

ま
ず
教
育
政
策
の
研
究
動
向
を
み
る
と
、
鄭
在
哲
に
よ
っ
て
朝
鮮
に
お
け
る
植
民
地
教
育
の
同
化
主
義
的
特
質
が
論
じ
ら
れ

（
３
）

、
古

川
宣
子
に
よ
っ
て
韓
国
併
合
直
後
の
総
督
府
に
よ
る
朝
鮮
人
向
け
初
等
教
育
が
朝
鮮
の
伝
統
教
育
に
対
し
て
数
量
的
に
劣
勢
で
あ
っ

た
こ
と
が
解
明
さ
れ
た

（
４
）
。
ま
た
井
上
薫
に
よ
っ
て
一
九
一
一
年
の
朝
鮮
教
育
令
の
制
定
に
あ
た
っ
て
の
朝
鮮
総
督
府
の
政
策
決
定
過

程
が
分
析
さ
れ

（
５
）

、
佐
藤
由
美
や
本
間
千
景
に
よ
っ
て
政
策
決
定
に
い
た
る
当
事
者
た
ち
の
個
人
史
的
脈
略
が
解
明
さ
れ
た
（
６
）

。
近
年
で

は
教
育
内
容
に
い
か
に
植
民
地
支
配
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
反
映
さ
れ
た
か
研
究
さ
れ
て
い
る
ほ
か

（
７
）
、
初
代
朝
鮮
総
督
寺
内
正
毅
旧
蔵

史
料
の
発
掘
結
果
も
報
告
さ
れ
て
い
る

（
８
）
。
こ
れ
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
、
朝
鮮
総
督
府
の
教
育
政
策
は
、
本
土
教
育
界
、
総
督
、
学
務

局
官
僚
、
そ
し
て
朝
鮮
人
社
会
と
い
う
多
様
な
ア
ク
タ
ー
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
と
言
え
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

日
本
語
教
育
の
研
究
動
向
を
見
る
と
、
森
田
芳
夫
に
よ
っ
て
資
料
整
理
が
進
み

（
９
）
、
井
上
薫
や
久
保
田
優
子
に
よ
っ
て
朝
鮮
総
督
府
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の
日
本
語
政
策
決
定
過
程
が
明
ら
か
に
な
っ
た）

（1
（

。
ま
た
イ
ヨ
ン
ス
ク
や
安
田
敏
朗
に
よ
っ
て
日
本
の
「
国
語
学
者
」
が
総
督
府
嘱
託

と
し
て
積
極
的
に
活
動
し
た
さ
ま
が
判
明
し
た）

（（
（

。
こ
う
し
た
研
究
に
よ
り
、
朝
鮮
総
督
府
の
日
本
語
教
育
が
朝
鮮
に
あ
っ
た
仕
様
で

行
わ
れ
、
朝
鮮
人
の
同
化
政
策
に
用
い
ら
れ
た
さ
ま
が
わ
か
っ
て
き
た
。

朝
鮮
語
教
育
の
研
究
動
向
を
み
る
と
、
朝
鮮
総
督
府
の
朝
鮮
語
に
対
す
る
政
策
を
概
観
し
た
研
究）

（1
（

、
総
督
府
が
総
督
府
官
吏
に
広

範
囲
に
朝
鮮
語
学
習
を
奨
励
し
た
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
山
田
寛
人
の
研
究）

（1
（

、
総
督
府
が
朝
鮮
人
知
識
人
ら
と
の
交
渉
を
通
じ
て
綴

字
法
を
制
定
し
た
過
程
を
分
析
し
た
三
ツ
井
崇
の
研
究）

（1
（

が
あ
る
。

こ
う
し
た
研
究
に
よ
っ
て
朝
鮮
支
配
の
た
め
に
、
朝
鮮
総
督
府
が
朝
鮮
語
を
取
り
入
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
状
況
が
明
ら
か
に

な
っ
た
と
い
え
る
。
た
だ
韓
国
併
合
直
後
の
朝
鮮
語
に
は
、
朝
鮮
半
島
の
南
北
で
ハ
ン
グ
ル
専
用
政
策
が
進
ん
だ
現
在
と
違
っ
て
漢

字
表
記
、
漢
字
語
が
多
く
、
日
常
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
と
し
て
は
漢
文
も
重
要
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し

た
漢
字
、
進
ん
で
は
漢
文
に
つ
い
て
総
督
府
が
ど
の
よ
う
に
対
面
し
て
い
た
か
の
研
究
は
非
常
に
少
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い）

（1
（

。

이
종
목
に
よ
る
植
民
地
下
の
漢
文
学
研
究）

（1
（

や
、
総
督
府
関
係
者
の
儒
学
研
究
に
対
す
る
研
究）

（1
（

は
漢
字
・
漢
文
の
問
題
は
射
程
外
で
あ

る
。
朝
鮮
人
の
言
語
生
活
で
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
た
は
ず
の
漢
字
、
漢
文
に
対
す
る
分
析
が
不
足
し
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
貴
重
な
情
報
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
の
が
、
東
京
大
学
文
学
部
言
語
学
研
究
室
所
蔵
の
「
小
倉
文
庫
」

と
学
習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
所
蔵
の
「
小
倉
進
平
関
係
文
書
」
で
あ
る
。
旧
蔵
者
の
小
倉
進
平
（
一
八
八
〇
～
一
九
四
四
年
。

元
京
城
帝
国
大
学
・
東
京
帝
国
大
学
教
授
）
は
一
九
一
一
年
か
ら
一
九
二
四
年
ま
で
学
務
局
編
輯
課
に
つ
と
め
、
一
貫
し
て
教
科
書

編
纂
に
あ
た
っ
た
と
見
ら
れ
る）

（1
（

。
東
京
大
学
「
小
倉
文
庫
」
に
は
一
九
一
一
年
に
開
か
れ
た
「
朝
鮮
語
調
査
会
議
」
の
記
録
が
あ
り
、

学
習
院
大
学
「
小
倉
進
平
関
係
文
書
」
に
は
一
九
一
〇
年
代
の
漢
字
文
献
調
査
記
録
が
含
ま
れ
て
い
る
。
本
論
で
は
こ
う
し
た
資
料

を
用
い
て
、
一
九
一
〇
年
の
韓
国
併
合
後
、
朝
鮮
総
督
府
の
関
係
者
の
間
で
は
漢
字
、
漢
文
を
め
ぐ
っ
て
ど
の
よ
う
な
議
論
が
な
さ
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れ
た
か
、
そ
し
て
朝
鮮
で
は
ど
の
よ
う
な
調
査
が
行
わ
れ
、
政
策
に
反
映
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
と
考

え
る
。

本
論
で
は
第
一
章
で
教
育
関
係
者
の
朝
鮮
語
・
漢
字
・
漢
文
観
を
整
理
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
第
二
章
で
総
督
府
学
務
局
周
辺
に

お
け
る
漢
字
議
論
を
分
析
し
、
第
三
章
で
総
督
府
編
纂
教
科
書
の
編
纂
過
程
、
第
四
章
で
総
督
府
に
よ
る
教
科
書
編
纂
の
副
産
物
に

つ
い
て
観
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

一　

朝
鮮
語
漢
文
教
育
を
め
ぐ
る
見
解

一
．
一
朝
鮮
語
教
育
を
め
ぐ
る
見
解

ま
ず
韓
国
併
合
を
前
後
し
た
、
朝
鮮
語
の
問
題
に
対
す
る
見
方
を
日
本
本
土
、
総
督
府
高
官
、
学
務
局
関
係
者
の
順
に
見
て
い
き

た
い
。

日
本
本
土
の
教
育
界
で
は
韓
国
併
合
後
、
朝
鮮
語
教
育
の
廃
止
論
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
韓
国
併
合
以
前
の
一
九
〇
六
年
か

ら
一
九
〇
八
年
に
か
け
て
韓
国
政
府
の
学
政
参
与
官
、
学
部
書
記
官
を
務
め
た
こ
と
の
あ
る
三
土
忠
造
（
当
時
衆
議
院
議
員
）
は

一
九
一
〇
年
一
〇
月
に
、
新
教
育
制
度
に
お
い
て
は
す
べ
て
の
学
校
か
ら
朝
鮮
語
（
原
文
は
「
朝
鮮
の
国
語
」）
を
廃
し
た
方
が
よ
ろ

し
か
ろ
う
、
そ
う
し
な
い
と
朝
鮮
の
国
語
は
学
校
が
増
え
る
と
段
々
広
が
り
、
朝
鮮
人
の
能
力
の
不
経
済
に
な
る
と
述
べ
て
い
た）

（1
（

。

た
だ
、
日
本
本
土
の
学
者
が
み
な
、
三
土
の
よ
う
に
日
本
語
専
用
を
求
め
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
一
九
一
一
年
二
月
に

当
時
高
等
師
範
学
校
長
で
、
帝
国
教
育
会
で
活
動
し
て
い
た
沢
柳
政
太
郎
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
（
引
用
文
の
字
体
は
原
文
が

旧
字
体
で
あ
っ
て
も
、
す
べ
て
新
字
体
に
統
一
し
た
が
、
仮
名
遣
い
は
原
文
そ
の
ま
ま
と
し
た
。
現
在
用
い
ら
れ
な
い
用
語
等
は
そ
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の
ま
ま
に
し
て
あ
る
。
以
下
、
す
べ
て
同
様
で
あ
る
）。

朝
鮮
人
を
日
本
人
化
す
る
に
は
、
如
何
な
る
方
針
を
執
つ
た
ら
よ
い
か
と
云
ふ
に
、
先
づ
、
そ
れ
に
は
第
一
歩
と
し
て
日
本
語

を
彼
ら
朝
鮮
人
の
間
に
普
及
せ
し
む
る
よ
り
先
な
る
は
な
い
の
で
あ
る
、
即
ち
日
本
語
を
朝
鮮
語
に
し
て
仕
舞
ふ
の
で
あ
る）

11
（

。

沢
柳
は
朝
鮮
人
を
日
本
人
化
す
る
た
め
に
は
日
本
語
を
朝
鮮
人
の
間
に
普
及
さ
せ
る
ほ
か
な
い
と
し
、
日
本
語
を
朝
鮮
語
に
し
て
し

ま
う
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
を
見
る
と
、
沢
柳
は
三
土
ら
と
変
わ
ら
な
い
廃
止
論
者
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
こ
れ
に

続
け
て
沢
柳
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

併
し
な
が
ら
そ
が
普
及
の
方
法
に
至
つ
て
は
十
分
の
考
究
を
要
す
る
即
ち
彼
の
国
の
実
状
を
考
へ
、
朝
鮮
人
の
性
情
を
研
究

し
て
之
れ
に
合
致
し
た
る
所
の
方
法
を
執
ら
ね
ば
徒
ら
に
労
し
て
益
な
い
事
に
な
る
事
は
云
ふ
迄
も
な
い
余
の
考
へ
で
は
小

学
校
に
初
め
か
ら
日
本
語
を
使
用
せ
し
む
る
が
よ
い
と
云
ふ
様
な
意
見
も
見
ゆ
る
様
で
あ
る
が
之
れ
は
研
究
を
要
す
る
事
だ

と
思
ふ
、
然
し
教
科
書
は
総
て
日
本
語
に
し
て
初
め
は
日
本
人
が
之
れ
を
教
へ
て
も
よ
い
、
さ
う
し
て
ゐ
る
間
に
漸
々
日
本

語
の
証
の
で
き
る
朝
鮮
人
を
し
て
之
れ
を
教
授
せ
し
め
、
朝
鮮
人
が
日
本
語
で
朝
鮮
の
子
弟
を
教
育
す
る
様
に
す
る
事
も
、

琉
球
に
於
け
る
小
学
教
育
の
如
き
有
様
に
し
た
ら
よ
い
と
思
ふ）

1（
（

。

普
及
の
方
法
に
お
い
て
は
、
小
学
校
の
初
め
か
ら
日
本
語
教
授
を
求
め
る
意
見
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
研
究
を
要
す
る
」
と
し
て
慎

重
で
あ
る
。
必
ず
し
も
朝
鮮
語
使
用
の
全
廃
を
求
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
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と
は
い
え
帝
国
教
育
会
は
会
と
し
て
は
朝
鮮
語
教
育
の
廃
止
を
求
め
て
い
た
。
帝
国
教
育
会
は
朝
鮮
教
育
令
の
制
定
過
程
で
は
寺

内
総
督
に
要
望
を
出
し
、
総
督
と
の
面
会
を
行
っ
た
が
、
結
局
朝
鮮
語
教
育
は
普
通
学
校
等
の
教
育
に
盛
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ

た）
11
（

。総
督
府
高
官
が
朝
鮮
語
教
育
を
ど
の
よ
う
に
み
な
し
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
日
本
人
教
員
に
対
し
、
朝
鮮
語
を
学
習
す
る

こ
と
は
求
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
寺
内
総
督
は
朝
鮮
教
育
令
の
公
布
後
、
普
通
学
校
教
員
の
講
習
会
に
お
け
る
訓
示
に
お
い

て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

諸
子
ハ
宜
シ
ク
朝
鮮
ノ
歴
史
習
慣
ヲ
研
究
シ
時
勢
ヲ
察
シ
民
情
ニ
鑑
ミ
以
テ
之
ニ
適
当
ナ
ル
方
法
ヲ
講
シ
其
ノ
教
育
ヲ
施
ス

コ
ト
ヲ
要
ス）

11
（

 

こ
こ
で
は
教
員
に
対
し
朝
鮮
語
の
学
習
を
求
め
て
い
な
い
が
、
普
通
学
校
教
員
に
対
し
、
朝
鮮
の
歴
史
習
慣
を
研
究
す
る
こ
と
を
求

め
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
わ
か
る
。
こ
の
講
習
会
は
日
本
本
土
出
身
の
教
員
に
対
し
、
朝
鮮
に
赴
任
す
る
際
に
学
務
局
が
主
催
し

て
行
っ
た
講
習
会
で
あ
り
、
講
習
の
内
容
に
は
朝
鮮
事
情
の
ほ
か
に
朝
鮮
語
も
含
ま
れ
て
お
り
、
多
く
の
日
本
人
新
任
教
員
が
朝
鮮

語
を
受
講
し
て
い
た）

11
（

。

内
務
部
長
官
で
あ
っ
た
宇
佐
美
勝
夫
は
講
習
会
を
受
講
し
た
教
員
諸
子
に
対
し
、
奮
励
を
望
む
の
は
朝
鮮
語
の
研
究
で
あ
る
と
述

べ
、（
朝
鮮
教
育
令
で
規
定
さ
れ
た
教
育
の
主
目
的
で
あ
る
）「
忠
良
な
る
臣
民
」
を
育
成
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
目
的
を
達
す
る
た

め
に
は
朝
鮮
語
を
解
し
て
そ
れ
を
話
し
、
児
童
や
父
兄
と
意
思
疎
通
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
て
い
た）

11
（

。　
　

ま
た
内
務
部
学
務
局
長
で
あ
っ
た
関
屋
貞
三
郎
は
同
じ
講
習
会
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
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従
来
の
校
長
に
し
て
在
職
四
五
年
に
及
ぶ
も
尚
未
だ
朝
鮮
語
を
解
せ
ざ
る
も
の
あ
り
或
は
国
語
の
普
及
に
急
に
し
て
朝
鮮
語

を
学
ぶ
の
遑
な
し
と
な
す
も
の
あ
れ
ど
も
朝
鮮
語
を
解
せ
ざ
る
が
為
め
国
語
の
教
授
に
於
て
も
支
障
尠
ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず

児
童
の
訓
育
を
完
全
に
す
る
能
は
ず
為
に
朝
鮮
人
教
員
の
指
導
監
督
十
分
な
ら
ず
父
兄
母
姉
等
と
意
思
を
疎
通
す
る
こ
と
容

易
な
ら
ず
教
育
の
質
を
挙
ぐ
る
上
に
於
て
遺
憾
尠
ら
ざ
る
も
の
あ
り
是
れ
本
講
習
会
が
朝
鮮
語
の
講
習
に
最
も
重
き
を
置
き

た
る
所
以
に
し
て
諸
子
は
之
を
基
礎
と
し
絶
へ
ず
其
の
研
究
を
怠
ら
ず
熟
達
の
期
一
日
も
速
か
な
ら
ん
こ
と
を
望
む）

11
（

 

関
屋
に
よ
る
と
、
従
来
の
校
長
（
統
監
府
時
代
の
校
長
は
韓
国
人
、
教
監
は
日
本
人
で
あ
っ
た
た
め）

11
（

教
監
を
指
す
と
思
わ
れ
る
）
は

朝
鮮
語
を
解
さ
な
い
も
の
が
あ
り
、
国
語
（
日
本
語
）
の
教
授
に
支
障
が
少
な
く
な
く
、
朝
鮮
人
児
童
の
教
育
や
朝
鮮
人
教
員
の
指

導
、
父
兄
母
姉
と
の
疎
通
が
容
易
で
な
か
っ
た
と
見
な
し
て
い
る
。
日
本
人
教
員
が
朝
鮮
語
を
解
す
る
こ
と
の
利
益
の
説
明
は
、
宇

佐
美
よ
り
関
屋
の
方
が
具
体
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
説
明
は
あ
く
ま
で
総
督
府
の
教
育
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
朝
鮮
語
を
駆
使
す
べ
き

で
あ
る
と
の
考
え
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
た
い）

11
（

。

こ
う
し
た
寺
内
総
督
か
ら
関
屋
学
務
局
長
に
至
る
、
日
本
人
教
員
に
対
す
る
朝
鮮
事
情
の
理
解
奨
励
、
朝
鮮
語
の
学
習
奨
励
に
は

ど
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
背
景
と
し
て
は
前
述
の
沢
柳
の
よ
う
な
日
本
本
土
の
一
部
の
教
育
者
に
よ
る
慎
重
論

が
あ
っ
た
ほ
か
、
朝
鮮
の
普
通
学
校
現
場
に
お
け
る
言
語
疎
通
問
題
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
学
務
局
編
修
官
で
あ
っ
た
立
柄

教
俊
は
、
日
本
の
教
育
雑
誌
に
あ
て
た
報
告
に
お
い
て
、
普
通
学
校
の
児
童
は
三
年
生
か
ら
た
い
て
い
日
本
語
を
話
す
こ
と
が
で
き

る
と
述
べ
て
い
る）

11
（

。
つ
ま
り
一
、二
年
次
の
児
童
に
は
日
本
語
を
話
せ
な
い
児
童
が
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

東
京
外
国
語
学
校
教
授
（
朝
鮮
語
科
）
で
総
督
府
嘱
託
で
あ
っ
た
金
沢
庄
三
郎
は
同
じ
こ
ろ
、
京
城
の
普
通
学
校
な
ど
の
教
育
現

場
を
見
学
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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未
だ
日
本
語
を
解
せ
ざ
る
幼
童
に
向
つ
て
最
初
よ
り
日
本
語
に
て
小
学
教
育
を
行
ふ
と
云
ふ
こ
と
は
、
事
実
不
可
能
の
事
な

り
、
今
回
京
城
に
在
る
各
普
通
学
校
及
び
其
他
の
中
学
校
高
等
学
校
を
視
察
し
た
る
に
、
何
れ
も
日
本
語
の
成
績
善
く
、
又

日
本
人
教
師
が
日
本
語
の
発
達
に
重
き
を
置
け
る
は
喜
ぶ
べ
き
こ
と
な
る
も
、
未
だ
日
本
語
を
解
す
る
力
無
き
生
徒
に
向
つ

て
日
本
語
に
て
各
種
の
科
目
を
教
授
し
つ
ゝ
あ
る
を
見
て
、
余
は
斯
の
如
く
し
て
果
し
て
善
く
教
育
の
目
的
を
達
し
得
ら

る
ゝ
も
の
な
る
か
を
疑
へ
り）

11
（

、

金
沢
は
最
初
か
ら
日
本
語
で
小
学
教
育
（
普
通
教
育
）
を
行
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
述
べ
た
う
え
で
、
京
城
で
の
見
学
結
果
か

ら
日
本
語
を
解
す
る
能
力
の
な
い
生
徒
に
向
か
っ
て
日
本
語
で
教
授
す
る
こ
と
で
教
育
の
目
的
が
達
せ
ら
れ
る
か
疑
っ
た
と
い
う
の

で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
一
九
一
〇
年
の
韓
国
併
合
を
前
後
し
て
、
日
本
本
土
で
は
朝
鮮
語
教
育
廃
止
論
が
あ
っ
た
も
の
の
総
督
が
受
け

入
れ
ず
、
朝
鮮
総
督
府
で
は
朝
鮮
語
教
育
を
継
続
し
た
。
そ
し
て
学
務
局
で
は
講
習
会
を
通
じ
て
日
本
人
教
員
に
対
し
て
朝
鮮
語
の

講
習
を
行
い
、
朝
鮮
語
研
究
を
求
め
て
い
た
こ
と
を
整
理
し
た
。

一
．
二
漢
文
教
育
観

次
に
漢
文
と
そ
の
周
辺
を
め
ぐ
る
論
争
を
見
て
い
き
た
い
。
前
述
の
よ
う
に
「
普
通
学
校
規
則
」
に
は
普
通
学
校
の
教
科
に
「
朝

鮮
語
及
漢
文
」
が
入
っ
て
お
り
、
教
科
書
は
朝
鮮
語
と
漢
文
が
合
冊
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
大
韓
帝
国
末
期
の
普
通
学
校

教
育
に
お
い
て
分
か
れ
て
い
た
「
諺
文
」
と
「
漢
文
」
が
合
わ
さ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

前
述
の
三
土
忠
造
は
内
地
か
ら
漢
文
教
育
は
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
。
次
の
三
土
の
文
章
を
見
て
み
よ
う
。
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朝
鮮
人
の
頭
に
は
漢
文
を
教
へ
る
こ
と
、
即
ち
教
育
漢
文
の
教
授
は
教
育
の
全
部
を
蔽
ふ
と
云
ふ
風
に
考
へ
て
居
る
、
然
る

に
新
教
育
を
布
く
場
合
に
、漢
文
を
普
通
学
校
か
ら
取
り
去
る
と
父
兄
は
到
底
其
の
子
弟
を
学
校
に
寄
越
さ
な
い
か
ら
し
て
、

難
し
い
と
知
り
つ
ゝ
止
む
を
得
ず
漢
文
を
必
修
科
の
中
に
入
れ
た
の
で
あ
る
。け
れ
ど
も
。今
日
で
は
新
教
育
の
効
果
を
段
々

父
兄
が
認
め
て
来
た
か
ら
、
漢
文
を
普
通
学
校
か
ら
取
去
つ
て
も
子
供
を
学
校
に
寄
越
さ
ぬ
と
云
ふ
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
思

ふ
、
元
来
朝
鮮
人
は
脳
力
の
乏
し
い
所
へ
幾
つ
も
の
国
語
を
教
へ
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
絶
対
に
教
育
問
題
と
し
て
考
へ
て
も

不
利
益
で
あ
る
。
又
不
可
能
で
あ
る
か
ら
し
て
、
漢
文
は
第
一
此
の
際
普
通
学
校
か
ら
取
去
つ
て
了
ふ
こ
と
を
断
行
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ）

1（
（

。

三
土
に
よ
る
と
、
漢
文
を
教
科
に
取
り
入
れ
た
の
は
、
漢
文
が
普
通
学
校
か
ら
取
り
去
る
と
父
兄
が
普
通
学
校
に
子
弟
を
送
ら
な
い

か
ら
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
執
筆
時
点
で
は
も
は
や
そ
の
よ
う
な
問
題
は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
、
そ
し
て
幾
つ
も
の
国
語
を

教
え
る
こ
と
は
不
利
益
で
あ
る
か
ら
、
漢
文
教
育
を
普
通
学
校
か
ら
除
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

三
土
は
先
鋭
的
な
漢
文
廃
止
主
義
者
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
注
意
し
た
い
の
は
三
土
が
普
通
学
校
で
の
漢
文
教
育
を
廃
止

す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
る
だ
け
で
、
高
等
普
通
学
校
な
ど
中
等
教
育
レ
ベ
ル
で
の
漢
文
教
育
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
で

あ
る
。
筆
者
は
初
等
教
育
で
の
漢
文
教
育
を
廃
止
し
て
日
本
語
教
育
に
注
力
す
べ
き
と
三
土
が
考
え
て
い
る
の
み
で
、
中
等
教
育
で

の
漢
文
教
育
は
日
本
本
土
で
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
三
土
は
中
等
教
育
で
の
廃
止
ま
で
は
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
推
測
す
る
。
ま
た
三
土
は
儒
教
教
育
の
廃
止
に
も
言
及
し
て
い
な
い
。

一
方
、日
本
本
土
で
は
漢
文
教
材
の
伝
統
的
な
最
重
要
典
拠
と
い
う
べ
き
、儒
教
教
育
に
対
す
る
廃
止
論
も
存
在
し
た
。『
教
育
界
』

に
は
当
時
哲
学
者
と
し
て
著
名
で
あ
っ
た
、
東
京
帝
国
大
学
教
授
井
上
哲
次
郎
が
次
の
よ
う
な
文
を
載
せ
て
い
る
。
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さ
う
云
ふ
訳
で
あ
る
か
ら
し
て
、
朝
鮮
の
教
育
は
儒
教
教
育
に
馴
れ
て
居
る
、
ソ
コ
で
儒
教
教
育
と
云
ふ
こ
と
な
ら
ば
、
朝
鮮

人
は
反
情
を
抱
か
な
い
、
五
百
年
来
の
習
慣
で
あ
る
、
そ
れ
で
儒
教
教
育
と
云
ふ
も
の
は
決
し
て
悪
い
も
の
で
無
い
か
ら
し
て
、

儒
教
教
育
で
朝
鮮
人
を
教
育
し
て
行
く
と
云
ふ
こ
と
は
政
策
と
し
て
最
も
宜
し
き
を
得
た
も
の
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る）

11
（

 

井
上
哲
次
郎
は
五
百
年
来
朝
鮮
の
人
が
慣
れ
親
し
み
、
反
情
を
抱
か
な
い
こ
と
か
ら
儒
教
教
育
が
よ
ろ
し
い
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
に
比
べ
儒
教
教
育
が
良
い
と
述
べ
る）

11
（

。
し
か
し
儒
教
教
育
の
問
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

さ
う
し
て
儒
教
教
育
の
み
に
し
て
仕
舞
ふ
と
、
ど
う
し
て
も
漢
籍
ば
か
り
読
ん
で
、
今
日
の
儒
教
と
違
つ
た
科
学
研
究
に
趣

味
を
抱
か
ぬ
や
う
な
こ
と
に
な
る
、
研
究
的
精
神
と
云
ふ
も
の
が
乏
し
く
な
つ
て
は
又
困
る
。
又
徳
育
と
し
て
は
儒
教
は
不

十
分
で
あ
り
ま
す
、
人
格
の
観
念
が
明
瞭
で
無
い
、
と
云
ふ
や
う
な
こ
と
も
あ
る
。
権
利
思
想
な
ん
と
云
ふ
も
の
は
無
い
、

権
利
思
想
が
無
い
か
ら
し
て
、
立
憲
政
体
な
ん
と
云
ふ
こ
と
は
儒
教
で
は
分
か
ら
ぬ
、
又
法
律
の
観
念
が
乏
し
い
、
立
法
の

精
神
に
至
つ
て
は
儒
教
に
求
む
る
こ
と
は
出
来
な
い
、
儒
教
は
単
に
道
徳
で
行
か
ふ
と
云
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、
道
徳
の
側
に

は
極
め
て
善
い
け
れ
ど
も
、
や
は
り
不
足
し
て
居
る
所
が
あ
る
、

（
中
略
）

さ
う
云
ふ
次
第
で
あ
つ
て
儒
教
教
育
は
当
分
政
策
と
し
て
、
至
極
結
構
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
ホ
ン
の
一
時
の
こ
と
で

あ
つ
て
、
次
第
々
々
に
儒
教
教
育
よ
り
進
ん
で
今
日
の
文
明
教
育
に
移
り
往
か
ん
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す）

11
（

。

こ
れ
に
よ
る
と
儒
教
教
育
の
み
で
は
科
学
研
究
に
関
心
を
抱
か
ず
、
人
格
の
観
念
や
権
利
思
想
、
法
律
の
観
念
に
不
足
が
あ
る
と
い
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う
。
し
た
が
っ
て
次
第
に
儒
教
教
育
か
ら
文
明
教
育
に
移
り
行
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
科
学
や
個
人
の
人
格
、
権
利
、

法
律
と
い
っ
た
西
洋
近
代
に
発
達
し
た
も
の
の
把
握
が
不
十
分
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
い
つ
ま
で
も

儒
教
教
育
が
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
は
思
わ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
と
違
っ
た
観
点
か
ら
儒
教
教
育
に
つ
い
て
考
察
し
た
の
が
、
東
洋
史
学
者
で
当
時
東
京
帝
国
大
学
教
授
で
あ
っ
た
市
村
瓚
次

郎
で
あ
る
。
市
村
は
『
教
育
界
』
の
韓
国
併
合
特
集
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

即
ち
儒
教
か
ら
言
へ
ば
天
命
に
従
つ
て
併
合
を
為
し
天
命
に
従
つ
て
仁
政
を
施
し
た
も
の
と
云
つ
て
差
支
な
い
、
勿
論
自
分

は
儒
教
の
革
命
説
は
、
我
が
国
に
於
て
は
排
斥
す
べ
き
も
の
と
信
じ
て
居
る）

11
（

。

儒
教
的
に
み
れ
ば
、天
命
に
し
た
が
っ
て
（
日
本
の
天
皇
が
韓
国
を
）
併
合
し
、仁
政
を
施
し
た
と
い
っ
て
よ
い
、し
か
し
儒
教
の
（
易

姓
）
革
命
説
は
排
斥
す
べ
き
と
い
う
の
で
あ
る
。
王
朝
交
代
を
支
え
る
易
姓
革
命
論
は
日
本
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
の
は
理
解

に
苦
し
む
が
、
と
も
か
く
市
村
は
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
。
一
方
で
、
儒
教
の
も
つ
易
姓
革
命
論
に
よ
っ
て
日
本
の
植
民
地
支
配

が
転
覆
さ
れ
る
こ
と
を
危
惧
し
て
い
た
、
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
市
村
は
朝
鮮
で
の
儒
教
教
育
の
将
来
像
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

兎
に
角
朝
鮮
の
中
流
両
班
な
ど
に
位
ゐ
す
る
儒
生
と
云
ふ
も
の
が
、
彼
の
思
想
界
を
支
配
す
べ
き
有
力
な
も
の
で
あ
る
か
ら

し
て
、
そ
れ
等
の
社
会
に
行
は
れ
て
居
る
儒
教
を
取
つ
て
、
真
に
併
合
の
止
む
べ
か
ら
ざ
る
所
の
理
由
を
明
か
に
し
た
な
ら

ば
、
所
謂
室
に
入
つ
て
矛
を
奪
ふ
も
の
で
あ
つ
て
、
此
の
位
便
利
な
る
も
の
は
無
か
ら
う
と
思
ふ）

11
（

。
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市
村
は
両
班
に
位
置
す
る
儒
生
が
朝
鮮
の
思
想
界
を
指
導
す
る
こ
と
か
ら
、儒
教
に
の
っ
と
っ
て
併
合
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
、

「
室
に
入
つ
て
矛
を
奪
ふ
」
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
儒
教
を
積
極
的
に
活
用
し
て
併
合
を
支
え
る
論
理
と
す
れ
ば

便
利
、
と
述
べ
る
こ
と
は
、
植
民
地
支
配
を
支
え
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
儒
教
を
利
用
し
よ
う
、
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
可
能
で

き
よ
う
。

井
上
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
朝
鮮
の
近
代
化
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
儒
教
教
育
を
捉
え
て
い
た
の
に
対
し
、
市
村
は
、
日
本
が

朝
鮮
を
植
民
地
支
配
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
儒
教
教
育
に
注
目
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
ら
井
上
や
市
村
の
議
論
が
総
督
府
に
ど
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
寺
内
正
毅
総
督
は
儒
教

教
育
に
好
意
的
で
あ
っ
た
。
一
九
一
一
年
三
月
に
寺
内
と
面
談
し
た
帝
国
教
育
会
代
表
の
辻
新
次
、
沢
柳
政
太
郎
、
三
土
忠
造
に
対

し
て
、
寺
内
は
朝
鮮
で
は
儒
教
主
義
は
朝
鮮
教
育
に
対
し
看
過
で
き
な
い
必
要
条
件
で
あ
り
、
同
主
義
に
対
し
十
分
の
保
護
を
加
え

た
い
、
と
伝
え
て
い
た）

11
（

。

そ
れ
で
は
総
督
府
学
務
局
内
で
は
漢
文
教
育
、
儒
教
教
育
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
述
の
学
務
局

編
修
官
、
立
柄
教
俊
は
帝
国
教
育
会
に
対
し
て
漢
文
教
育
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

漢
文
は
惰
性
に
て
、
幾
分
か
之
を
課
せ
ざ
れ
ば
父
兄
の
不
満
を
買
ふ
を
免
れ
ず
、
諺
文
は
俗
間
に
は
中
々
深
き
根
抵
あ
る
様

に
存
候
。
併
し
漢
文
諺
文
に
は
対
し
て
力
を
用
ひ
る
を
要
せ
ざ
る
も
、
之
を
全
廃
す
る
は
今
猶
ほ
其
の
時
機
に
非
ず
、
且
つ

国
語
に
は
十
分
見
込
あ
る
故
目
今
強
て
漢
文
諺
文
を
全
廃
す
る
に
も
及
ば
ざ
る
と
存
候）

11
（

。

立
柄
は
漢
文
教
育
は
惰
性
で
あ
り
、
そ
れ
を
課
さ
な
い
と
父
兄
の
不
満
を
買
う
こ
と
を
免
れ
な
い
と
し
、
全
廃
す
る
に
及
ば
な
い
と
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述
べ
て
い
る
。
立
柄
は
消
極
的
に
廃
止
に
及
ば
な
い
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
九
一
一
年
二
月
か
ら
学
務
局
学
務
課
長

を
務
め
た
弓
削
幸
太
郎
は
、
漢
文
教
育
に
は
朝
鮮
社
会
で
実
利
が
あ
る
こ
と
を
観
察
し
て
い
た
。
弓
削
幸
太
郎
は
次
の
よ
う
に
回
想

し
て
い
る
。

普
通
学
校
で
漢
文
を
課
す
る
こ
と
は
一
見
甚
だ
非
教
育
的
で
あ
る
や
う
に
見
へ
る
け
れ
ど
も
前
述
し
た
る
が
如
く
朝
鮮
で
は

近
時
ま
で
朝
鮮
語
が
重
ん
ぜ
ら
れ
ず
、
重
要
な
る
記
録
、
普
通
の
手
紙
等
漢
文
の
も
の
多
く
、
教
育
と
云
へ
ば
必
ず
漢
文
の

教
授
を
意
味
し
た
や
う
な
次
第
で
、
今
日
ま
で
の
日
常
生
活
に
は
漢
文
は
殆
ど
日
常
の
自
国
語
を
為
し
て
居
る
有
様
で
あ
る

か
ら
、
朝
鮮
語
を
教
ふ
る
意
味
に
於
て
之
を
教
へ
な
け
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
万
一
普
通
学
校
で
漢
文
を
教
へ
な
か
つ
た

な
ら
当
時
学
校
に
生
徒
を
送
る
父
兄
は
殆
ど
絶
無
で
あ
つ
た
と
信
ず
る）

11
（

。

弓
削
は
近
代
ま
で
朝
鮮
語
が
重
ん
じ
ら
れ
ず
、
記
録
や
手
紙
も
漢
文
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
教
育
は
漢
文
の
教
授
を
意
味
し
た
と
整
理

し
た
う
え
で
、
朝
鮮
で
の
伝
統
教
育
＝
漢
文
を
教
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
、
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
普
通
学
校
で
漢
文

を
教
え
な
け
れ
ば
父
兄
が
普
通
学
校
に
送
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

近
年
の
研
究
に
よ
る
と
、
弓
削
の
見
方
が
、
当
時
の
朝
鮮
初
等
教
育
の
実
像
に
最
も
よ
く
迫
っ
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら

れ
る
。
ま
ず
漢
文
が
圧
倒
的
な
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
公
文
書
が
国
漢
文
と
な
っ
た
の
が
一
八
九
五
年
、
ま
た
周
時

経
ら
に
よ
る
ハ
ン
グ
ル
専
用
運
動
が
端
緒
に
つ
い
た
の
は
一
九
一
〇
年
四
月
で
あ
っ
た）

11
（

。
ま
た
学
校
に
つ
い
て
は
古
川
宣
子
の
研
究

に
よ
る
と
、
併
合
前
後
期
の
朝
鮮
人
児
童
の
公
立
普
通
学
校
へ
の
就
学
率
は
一
九
一
〇
年
に
男
子
一
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
女
子
〇
・
一

パ
ー
セ
ン
ト
程
度
と
み
ら
れ
る
と
い
う）

1（
（

。
同
年
、
総
督
府
学
務
局
の
公
刊
資
料
で
も
、
朝
鮮
人
に
あ
っ
た
噂
と
し
て
次
の
よ
う
な
話
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を
挙
げ
て
い
る
。

教
科
目
特
に
国
語
に
対
す
る
誤
解　

官
公
立
学
校
の
教
科
目
が
従
来
書
堂
其
の
他
に
於
け
る
も
の
と
著
し
く
異
り
読
書
算
術
、

国
語
を
始
め
と
し
日
常
必
須
の
教
科
を
授
く
る
や
漢
文
の
時
間
少
き
を
難
し
教
授
時
数
僅
少
な
り
と
評
し
特
に
国
語
を
以
て
主

要
な
る
一
教
科
目
と
な
す
や
是
れ
韓
国
の
言
語
を
変
更
せ
ん
と
す
る
も
の
な
り
卒
業
後
日
本
に
拉
致
し
て
兵
卒
た
ら
し
め
若
く

は
従
僕
奴
隷
た
ら
し
む
る
も
の
な
り
な
ど
の
風
説
流
布
し
民
心
の
帰
向
を
得
る
こ
と
頗
る
困
難
の
状
況
を
呈
し
た
り）

11
（

 

こ
れ
に
よ
る
と
朝
鮮
人
の
あ
い
だ
で
漢
文
の
時
間
が
少
な
い
こ
と
を
問
題
視
し
、
国
語
（
日
本
語
）
が
主
要
教
科
で
あ
る
こ
と
に
対

し
、
韓
国
の
言
語
を
変
更
し
て
兵
卒
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
風
説
が
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
教
科
か

ら
漢
文
を
削
減
し
な
い
こ
と
は
普
通
学
校
に
生
徒
を
誘
引
す
る
た
め
に
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

二　

教
科
書
編
纂
の
準
備
―
朝
鮮
語
調
査
会
議
―　

一
九
一
一
年
八
月
に
公
布
さ
れ
た
「
朝
鮮
教
育
令
」
お
よ
び
「
普
通
学
校
規
則
」
に
よ
り
、「
朝
鮮
語
及
漢
文
」
が
教
科
と
し
て

定
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
教
科
書
編
纂
の
準
備
過
程
に
お
い
て
、
総
督
府
に
お
い
て
は
朝
鮮
語
の
綴
字
法
を
規
定
す
る
必
要
に
迫
ら
れ

た
。
そ
の
結
果
編
成
さ
れ
た
の
が
、
朝
鮮
語
調
査
会
議
で
あ
る
。
そ
の
メ
ン
バ
ー
は
国
分
象
太
郎
（
総
務
部
人
事
局
長
、
東
京
外
国

語
学
校
朝
鮮
語
学
科
出
身
）、
塩
川
一
太
郎
（
総
務
部
取
調
局
事
務
官
、
東
京
外
国
語
学
校
朝
鮮
語
学
科
出
身
）、
小
田
省
吾
（
内
務

部
学
務
局
編
輯
課
長
）、
玄
檃
（
総
務
部
取
調
局
事
務
官
）、
魚
允
迪
（
中
枢
院
副
参
議
）、
兪
吉
濬
（
京
城
府
参
事
）、
姜
華
錫
、
高
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橋
亨
（
京
城
高
等
普
通
学
校
教
諭
）
ら
で
あ
り
、
明
治
四
四
年
に
五
回
に
及
ん
で
開
か
れ
た
。
会
議
の
結
果
、「
普
通
学
校
用
諺
文

綴
字
法
」が
一
九
一
二
年
に
施
行
さ
れ
た
。
そ
の
調
査
会
議
に
よ
る
綴
字
法
の
議
論
に
つ
い
て
は
三
ツ
井
崇
の
研
究）

11
（

に
詳
し
い
の
で
、

こ
こ
で
は
漢
文
、
漢
字
を
め
ぐ
る
議
論
の
推
移
を
見
て
い
き
た
い
。
以
下
で
使
用
す
る
『
朝
鮮
語
調
査
会
議
議
事
録
』
は
東
京
大
学

文
学
部
言
語
学
研
究
室
小
倉
文
庫
が
所
蔵
す
る
も
の
で
あ
る）

11
（

。

ま
ず
会
議
に
お
い
て
問
題
に
な
っ
た
の
は
漢
字
の
朝
鮮
語
音
を
ハ
ン
グ
ル
で
表
記
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
表
記
を
何
に
基
づ
い

た
も
の
に
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
第
一
回
会
議
（
一
九
一
一
年
七
月
二
八
日
）
の
冒
頭
で
塩
川
一
太
郎
は
次
の
よ
う
に

述
べ
た
。予

ハ
会
議
ニ
先
チ
一
言
セ
ン
ト
ス
本
会
ニ
於
テ
一
語
一
字
ニ
就
イ
テ
議
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
サ
バ
各
自
ノ
耳
ト
口
ト
ノ
異
ル
ガ
為

メ
意
見
ノ
一
致
ヲ
見
ル
コ
ト
難
カ
ラ
ン
サ
レ
バ
先
決
問
題
ト
シ
テ
経
書
ノ
諺
解
ヲ
標
準
ト
シ
テ
ソ
ノ
仮
名
遣
ノ
現
代
語
ノ
語

法
ニ
合
ス
ル
モ
ノ
ハ
其
侭
之
ヲ
採
用
ス
ル
事
ト
シ
現
代
語
ノ
語
法
ニ
合
セ
ザ
ル
モ
ノ
ハ
現
代
語
ヲ
取
リ
其
変
化
ノ
規
則
ニ
当

テ
ハ
マ
ル
語
ハ
可
成
コ
レ
ヲ
当
テ
ハ
メ
テ
取
リ
万
一
已
ム
ヲ
得
ザ
ル
モ
ノ
ハ
不
規
則
ノ
変
化
ト
シ
テ
之
ヲ
示
ス
事
ト
ス
ル
ヲ

議
ニ
附
シ
テ
ハ
如
何）

11
（

 

こ
れ
に
よ
る
と
塩
川
は
「
経
書
の
諺
解
（
漢
字
音
の
ハ
ン
グ
ル
表
記
）」
を
標
準
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
い
、そ
の
ハ
ン
グ
ル
表
記
（
仮

名
遣
い
）
が
現
代
語
の
用
法
に
合
う
も
の
は
そ
の
ま
ま
に
し
、
現
代
語
の
用
法
に
合
わ
な
い
も
の
は
現
代
語
に
合
わ
せ
る
べ
き
で
あ

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
経
書
と
は
四
書
五
経
の
よ
う
な
儒
教
の
経
典
を
指
し
、
諺
解
書
は
朝
鮮
時
代
に
政
府
機
関
の
校
書
館
が
刊
行

し
た
も
の
を
指
す
と
み
ら
れ
る
。
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塩
川
の
発
議
に
対
し
て
他
の
委
員
は
次
の
よ
う
に
反
論
し
た
。

魚 
氏
、
兪
氏
、
国
分
氏
、
高
橋
氏

経
書
ノ
諺
解
ハ
左
程
憑
據
ス
ル
ニ
足
ラ
ズ
何
ト
ナ
レ
バ
諺
解
ソ
ノ
物
ノ
中
ニ
現
ニ
時
代
ニ
従
テ
前
後
書
キ
方
ヲ
異
ニ
セ
ル
処

ア
リ
加
之
ニ
筆
者
ノ
生
国
ノ
郷
音
ノ
混
入
多
ケ
レ
バ
ナ
リ
サ
レ
バ
矢
張
諺
文
仮
名
遣
ノ
根
本
ヲ
吾
人
ノ
所
信
ニ
照
ラ
シ
テ
決

定
ス
ル
事
ト
ス
ベ
シ）

11
（

 

こ
の
四
氏
が
言
う
に
は
、
経
書
の
諺
解
は
根
拠
に
足
ら
ず
、
そ
の
理
由
は
諺
解
が
時
代
に
よ
っ
て
書
き
方
が
異
な
っ
た
り
、
筆
者
の

出
身
地
の
音
が
混
入
す
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
、
し
た
が
っ
て
こ
の
会
議
の
メ
ン
バ
ー
が
信
じ
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
決
定
す
べ
き
で

あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
四
氏
に
よ
っ
て
退
け
ら
れ
た
が
、
漢
字
音
の
表
記
に
経
書
の
諺
解
を
参
考
に
す
べ
き
と
い
う
意
見
が
出
た

こ
と
は
確
認
で
き
た
。

会
議
は
そ
の
後
、
漢
字
音
に
つ
い
て
は
朝
鮮
時
代
の
字
典
で
あ
る
『
奎
章
全
韻
』、『
玉
篇
』
を
参
考
す
べ
き
と
い
う
方
向
に
進
ん

で
い
っ
た）

11
（

。『
奎
章
全
韻
』、『
玉
篇
』を
参
考
に
す
べ
き
と
い
う
第
二
段
階
と
い
え
よ
う
。そ
れ
に
対
し
て
高
橋
亨
か
ら
異
議
が
出
さ
れ
、

第
二
回
会
議
（
一
九
一
一
年
八
月
二
四
日
）
で
審
議
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

第
二
回
で
ま
ず
議
題
に
な
っ
た
の
は
、（ʌ 

ア
レ
ア
）
と
ㅏ
（a
ア
）
の
区
別
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
ㅏ
に
統
一
す
る
こ
と
に
議

論
が
ま
と
ま
っ
た
。
次
に
議
題
と
な
っ
た
の
は
高
橋
亨
が
提
起
し
た
ㅈ
、
ㄷ
、
ㅊ
、
ㅌ
の
区
別
で
あ
る
。
国
分
に
よ
る
発
議
以
下
、

議
事
録
を
以
下
に
引
用
す
る
。
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国 

分
氏　

然
ラ
バ
ㅏ 

ト
、
ト
ニ
関
ス
ル
事
項
ハ
協
議
済
ミ
ト
ナ
シ
高
橋
氏
提
出
第
一
問
題
ニ
移
ラ
ン
既
ニ
ㅏ 

ト
、
ト
ノ

事
項
ニ
於
テ
玉
篇
迄
改
訂
ス
ル
事
ト
ス
レ
バ
原
案
通
リ
ㅈ

○

ト
ㄷ

○

、
ㅊ

○

ト
ㅌ

○

ノ
問
題
ノ
如
キ
モ
発
音
通
リ
ニ
改
訂
ス
ル
モ
不

可
ナ
キ
ニ
似
タ
リ

塩 
川
氏　

賛
成
既
ニ
텨

○

ト
처

○

、 

뎌

○

ト
져

○

ト
ガ
全
然
同
音
ナ
リ
ト
ス
レ
バ
、
之
ヲ
書
キ
分
ク
ル
ハ
無
用
ノ
労
ナ
リ
児
童
教
育
ニ

於
テ
最
モ
其
然
ル
ヲ
見
ル）

11
（

 

　

こ
こ
ま
で
の
議
論
で
、ㅏ
と
、
は
統
合
す
る
こ
と
が
協
議
さ
れ
、合
意
さ
れ
た
。
そ
こ
で
高
橋
亨
が
提
出
し
た
ㅈ 

（t
ʃ

）
と
ㄷ
（t

）、

ㅊ 

（t
ʃ
h

）
と
ㅌ 

（t
h

）
の
表
記
に
つ
い
て
も
発
音
通
り
に
改
訂
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
す
る
姜
と
高
橋

の
論
争
が
以
下
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
。

姜 

氏　

是
レ
大
問
題
ナ
リ
一
朝
一
夕
ニ
決
定
セ
ン
ト
ス
ル
ハ
過
急
ニ
失
ス

高
橋
氏　

然
レ
共
一
旦
決
定
セ
バ
実
行
ス
ル
ニ
困
難
ナ
カ
ラ
ン

魚
氏　

漢
字
音
ニ
텨
、
툐
、
뎌
、
됴
等
ノ
書
キ
方
ヲ
廃
ス
ト
云
フ
ハ
意
ヲ
得
難
シ

国
分
氏　

廃
ス
ト
云
フ
ニ
非
ズ
使
用
セ
ズ
ト
云
フ
ナ
リ

魚 

氏　

予
ハ
玉
篇
通
リ
ニ
之
ヲ
使
用
シ
タ
キ
考
ナ
リ
텬
ト
書
ク
モ
京
城
地
方
ノ
人
ハ
皆
之
ヲ
천
ト
発
音
シ
平
安
道
ノ
人
ハ
텬

ト
正
シ
ク
発
音
セ
ン
若
シ
之
ヲ
천
ト
書
ク
ト
キ
ハ
平
安
道
ノ
人
ハ
天
ナ
ル
カ
千
ナ
ル
カ
分
別
シ
得
ザ
ル
事
ト
ナ
ル
而
シ
テ

古
来
텬
ト
書
ク
ベ
ク
定
メ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
且
ツ
之
ヲ
日
本
、
支
那
ノ
漢
字
ト
比
較
ス
ル
モ
亦
天
ト
千
ト
ノ
間
ニ
ハ
明

カ
ニ
区
別
ヲ
存
セ
リ）

11
（
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こ
れ
に
よ
る
と
姜
は
早
急
な
改
訂
に
反
対
し
て
お
り
、
魚
も
텨
、
툐
、
뎌
、
됴
等
の
表
記
の
廃
止
に
反
対
し
て
い
る
。
後
半
の
箇

所
で
、
京
城
地
方
で
천 

（t
ʃ
hɔ
n

）
と
発
音
し
平
安
道
の
人
は
텬 

（t
j
ɔ
n

）
と
発
音
す
る
の
で
あ
る
と
地
理
的
な
違
い
を
説
明
し
た
う

え
で
、
歴
史
上
天
は
텬
と
表
記
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
日
本
や
中
国
と
比
べ
て
も
「
千
」
と
「
天
」
の
間
に
は
（
音
表
記
の
）

区
別
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
魚
は
京
城
だ
け
で
な
い
、
朝
鮮
に
お
け
る
方
言
上
の
漢
字
音
の
違
い
や
、
歴
史
的
変
遷
、

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
「
千
」
と
「
天
」
を
め
ぐ
る
漢
字
音
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
そ
れ
に
続
く
論
争
を
以
下
に
見
て
み
よ
う
。

高 

橋
氏　

然
ラ
バ
魚
氏
ノ
説
ハ
漢
字
音
ニ
対
シ
テ
ハ
京
城
地
方
及
三
南
地
方
ノ
人
々
ヲ
シ
テ
平
安
道
ノ
如
ク
ㅊ

○

ト
ㅌ

○

、
ㅈ

○

ト

ㄷ

○

ト
ヲ
区
別
シ
テ
発
音
セ
シ
ム
ル
様
矯
正
セ
ン
ト
ス
ル
カ

魚 

氏　

然
リ
漸
次
諺
文
ニ
対
ス
ル
一
段
ノ
知
識
ノ
進
歩
ス
ル
ニ
従
ヒ
텬
、
쳔
ト
正
シ
ク
発
音
ス
ル
様
ニ
ナ
ラ
ン

高 

橋
氏　

予
ハ
其
想
像
ハ
到
底
実
現
セ
ラ
レ
ザ
ル
ベ
キ
ヲ
信
ズ
数
百
年
ノ
久
シ
キ
間
ニ
既
ニ
カ
ク
訛
リ
来
レ
リ
モ
ノ
ヲ
安
ゾ

竟
ニ
平
安
道
人
ニ
一
致
セ
シ
ム
ル
ヲ
得
ン
且
ツ
텬
、
쳔
ト
発
音
ヲ
区
別
ス
ル
地
方
、
朝
鮮
中
極
メ
テ
狭
キ
部
分
ナ
ラ
ン）

11
（

 

高
橋
は
魚
の
発
言
に
対
し
て
、
京
城
地
方
お
よ
び
三
南
地
方
（
忠
清
道
、
全
羅
道
、
慶
尚
道
）
の
人
々
に
、
平
安
道
の
人
の
よ
う

に
区
別
さ
せ
て
発
音
さ
せ
る
つ
も
り
な
の
か
と
問
う
た
の
に
対
し
て
、
魚
は
そ
の
通
り
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
魚
は
規
範
的
な
意
識

が
強
い
の
で
あ
る
。
高
橋
は
す
で
に
区
別
す
る
地
方
が
少
な
い
と
し
て
反
論
し
て
い
る
。
高
橋
は
現
状
、
実
用
重
視
と
い
う
こ
と
が

で
き
よ
う
。
さ
ら
に
応
酬
が
続
い
た
が
、
収
束
さ
せ
る
た
め
に
兪
吉
濬
が
発
言
し
た
。

兪
氏　

何
レ
カ
ニ
一
定
ス
ル
ヲ
要
ス
同
一
音
ニ
シ
テ
二
様
ノ
書
キ
方
ア
ル
ハ
甚
ダ
不
便
ナ
リ
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魚
氏　

予
亦
理
論
上
一
様
ニ
定
ム
ル
事
ニ
賛
成
ス
ル
ニ
ハ
躊
躇
セ
ズ

姜 

氏　

然
レ
共
今
カ
ク
決
定
セ
バ
甚
ダ
気
ノ
毒
ニ
感
ズ
ル
ノ
一
事
ア
リ
従
来
朝
鮮
人
ハ
天
ハ
텬
ト
書
キ
丁
ハ
뎡
ト
書
ク
ヘ
キ

モ
ノ
ト
学
ビ
来
レ
ル
ガ
故
ニ
今
俄
ニ
천
、
정
ト
書
ク
ベ
シ
ト
変
更
ス
ル
ト
キ
ハ
今
迄
ノ
漢
字
音
書
キ
方
ニ
関
ス
ル
智
識
ガ

無
効
ト
ナ
ル
ベ
キ
事
是
ナ
リ

兪 

氏　

ソ
ハ
宜
シ
ク
教
科
書
ノ
初
メ
若
ク
ハ
教
師
用
教
科
書
ニ
於
テ
其
変
更
シ
タ
ル
理
由
ヲ
説
明
ス
ベ
キ
ナ
リ
、
且
ツ
又
諺

文
用
法
ノ
繁
雑
ヲ
避
ケ
テ
簡
単
ナ
ル
ニ
就
キ
タ
ル
モ
ノ
ナ
レ
バ
結
局
学
ビ
易
ク
ナ
ル
ニ
過
ギ
ザ
ラ
ン

兪 

氏
魚
氏
及
各
委
員　

皆
原
案
通
リ
ニ
一
定
ス
ル
ニ
賛
成）

1（
（

 

兪
は
同
一
音
に
対
し
て
二
通
り
の
書
き
方
が
あ
る
こ
と
の
不
便
を
説
い
た
の
に
対
し
て
、
姜
は
今
ま
で
の
漢
字
音
表
記
が
失
わ
れ

る
こ
と
の
不
便
さ
を
説
い
た
。そ
れ
に
対
し
て
兪
は
教
師
用
教
科
書
に
変
更
理
由
の
説
明
を
記
述
す
れ
ば
よ
い
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
に
し
て
結
局
音
を
천
に
統
一
す
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
た
。

以
上
の
漢
字
音
を
め
ぐ
る
議
論
を
見
て
み
る
と
、
日
本
人
の
国
分
や
高
橋
、
塩
川
の
よ
う
に
朝
鮮
語
に
熟
達
し
た
も
の
で
あ
っ
て

も
、
漢
字
音
の
地
理
的
差
違
や
、
歴
史
的
変
遷
の
議
論
に
な
る
と
朝
鮮
人
知
識
人
の
前
に
、
実
用
性
の
利
点
し
か
説
け
て
い
な
い
こ

と
が
わ
か
る
。
日
本
人
出
席
者
に
は
朝
鮮
語
漢
字
音
の
地
理
的
、
歴
史
的
変
化
に
つ
い
て
の
知
見
が
乏
し
か
っ
た
と
い
え
る
。

さ
ら
に
こ
の
「
朝
鮮
語
調
査
会
議
」
に
お
い
て
は
漢
文
の
朝
鮮
版
訓
点
に
あ
た
る
「
吐
」
に
つ
い
て
も
議
論
が
行
わ
れ
た
。
吐
を

め
ぐ
る
議
論
を
『
第
三
回
朝
鮮
語
調
査
会
議
議
事
録
』（
一
九
一
一
年
九
月
一
一
日
）
か
ら
見
て
い
き
た
い
。

国
分
氏　

第
四
項
普
通
学
校
漢
文
読
本
ニ
吐
ヲ
振
フ
ノ
可
否
ニ
ツ
イ
テ
議
セ
ン
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魚 

氏　

吐
ヲ
振
ル
事
ニ
賛
成
ス
昔
ハ
本
ニ
吐
ヲ
振
ル
事
ハ
学
生
文
理
ニ
熟
達
ス
ル
コ
ト
遅
シ
ト
シ
テ
之
ヲ
禁
ジ
タ
レ
共
今
ハ

カ
ゝ
ル
固
陋
ノ
説
ニ
耳
ヲ
貸
ス
ノ
必
要
ナ
ケ
ン
予
ハ
高
等
女
学
校
ニ
漢
文
読
本
ヲ
教
授
シ
タ
リ
シ
時
緊
切
ニ
吐
ノ
必
要
ヲ

感
ジ
タ
リ
キ

国 
分
氏　

予
ハ
今
回
朝
鮮
人
普
通
文
官
試
験
ノ
答
案
ヲ
検
シ
テ
彼
等
ノ
吐
ノ
如
何
ニ
モ
乱
雑
ニ
シ
テ
無
学
ニ
近
キ
コ
ト
ヲ
表

白
セ
ル
ニ
驚
キ
タ
リ
吐
ヲ
一
定
シ
テ
教
科
書
ニ
之
ヲ
振
リ
置
カ
バ
少
シ
ク
此
弊
ヲ
救
フ
コ
ト
ヲ
得
ン
乎）

11
（

 

魚
に
よ
る
と
、
昔
は
本
に
吐
を
振
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
今
と
な
っ
て
は
固
陋
の
説
に
耳
を
貸
す
必
要
は
な
く
、
高
等
女

学
校
で
の
教
授
経
験
か
ら
吐
を
導
入
す
る
こ
と
に
賛
成
し
て
い
る
。そ
し
て
国
分
も
朝
鮮
人
普
通
文
官
試
験
で
の
朝
鮮
人
の
吐
が「
乱

雑
」
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
教
科
書
に
振
る
必
要
を
述
べ
て
い
る
。
国
分
は
、
吐
の
正
確
な
受
容
が
進
ん
で
い
な
い
こ
と
か
ら
、
吐
を

標
準
化
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
続
い
て
玄
ら
は
以
下
の
よ
う
に
議
論
を
行
っ
た
。

玄 

氏　

普
通
学
校
教
科
書
ニ
ハ
吐
ヲ
振
ル
ヲ
可
ト
ス
レ
共
高
等
普
通
学
校
以
上
ノ
学
校
教
科
書
ニ
ハ
寧
ロ
吐
ナ
キ
ヲ
可
ト
セ
ン

高
橋
氏　

高
等
普
通
学
校
以
上
ニ
就
テ
ハ
別
問
題
ナ
リ

国
分
氏　

然
ラ
バ
吐
ヲ
振
ル
事
ニ
決
セ
ン
次
ニ
吐
ハ
古
経
書
ノ
吐
ニ
拠
ル
ベ
キ
カ
現
代
語
ニ
拠
ル
ベ
キ
カ

魚 

氏　

本
会
議
ニ
於
テ
新
タ
ニ
定
メ
タ
ル
仮
名
遣
ニ
抵
触
ス
ル
仮
名
遣
ハ
之
ヲ
訂
正
ス
ベ
キ
モ
、
他
ハ
古
経
書
ノ
吐
ヲ
尊
重

シ
テ
其
侭
使
用
シ
タ
シ
古
経
書
ノ
吐
ハ
之
ヲ
現
代
語
ニ
比
ス
レ
バ
云
フ
ベ
カ
ラ
ザ
ル
風
味
ア
リ
之
ヲ
改
メ
ナ
バ
漢
文
ノ
趣

味
索
然
タ
ル
ニ
至
ラ
ン
コ
ト
ヲ
恐
ル）

11
（
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こ
こ
で
は
普
通
学
校
の
教
科
書
に
吐
を
振
る
こ
と
は
賛
同
さ
れ
て
い
る
が
、
高
等
普
通
学
校
教
科
書
に
吐
を
振
る
こ
と
は
同
意
さ

れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
吐
の
基
準
を
国
分
が
「
古
経
書
」
に
置
く
か
ど
う
か
に
つ
い
て
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
魚
は
古
経
書
の
吐
を
尊
重

す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
た
し
か
に
経
書
に
つ
い
て
は
官
板
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
比
較
的
難
し
く
な
い
作
業
で
あ
っ
た
こ
と

で
あ
ろ
う
。
経
書
の
吐
に
つ
い
て
話
が
続
い
た
後
、
国
分
は
吐
は
古
経
書
に
拠
り
、「
仮
名
遣
」（
綴
字
法
）
は
会
議
の
定
め
る
こ
と

に
従
う
案
を
提
案
し
、
了
承
さ
れ
た）

11
（

。

以
上
の
「
朝
鮮
語
調
査
会
議
」
の
漢
字
音
、
漢
文
に
関
す
る
議
論
を
み
る
と
、
朝
鮮
人
が
漢
字
音
に
つ
い
て
共
時
的
、
通
時
的
な

根
拠
に
基
づ
く
議
論
を
展
開
し
て
い
る
の
に
対
し
、
日
本
側
は
実
用
性
し
か
論
点
を
提
示
で
き
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
日
本
側

に
は
朝
鮮
語
に
対
す
る
幅
広
い
知
識
が
不
足
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
吐
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
吐
が
漢
文
読
本
に
使
用

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
経
書
に
よ
る
こ
と
で
合
意
を
見
た
。
吐
を
通
じ
て
漢
文
の
解
釈
を
標
準
化
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は

日
本
人
、
朝
鮮
人
と
も
同
意
し
た
と
い
え
る
。

三　

教
科
書
編
纂
の
過
程

以
上
の
よ
う
な
議
論
を
行
い
つ
つ
、
総
督
府
学
務
局
で
は
教
科
書
が
編
纂
さ
れ
た
。
漢
文
に
関
係
す
る
教
科
（
朝
鮮
語
及
漢
文
と

修
身
）
の
う
ち
、『
普
通
学
校
修
身
書　

生
徒
用
』
巻
一
・
二
と
『
高
等
朝
鮮
語
及
漢
文
読
本
』（
全
四
冊
）
は
一
九
一
三
年
度
か
ら

使
用
が
開
始
さ
れ）

11
（

、
一
九
一
七
年
度
ま
で
に
残
る
『
普
通
学
校
朝
鮮
語
及
漢
文
読
本
』
全
四
巻
が
刊
行
済
み
と
な
り）

11
（

、『
普
通
学
校

修
身
書　

生
徒
用
』
巻
三
・
四
も
刊
行
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
教
科
書
の
編
纂
過
程
に
つ
い
て
、
後
に
学
務
局
で
働
い
た
荻
原
彦
三
（
一
九
二
四
年
に
学
務
局
学
務
課
事
務
官
）
は
次
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の
よ
う
な
回
想
を
残
し
て
い
る
。

当
時
編
修
官
と
し
て
朝
鮮
語
教
科
書
の
編
纂
に
当
つ
た
小
倉
進
平
氏
（
後
の
東
大
教
授
）
や
編
修
課
長
小
田
省
吾
氏
（
後
の

京マ

マ城
大
学
教
授
）
等
の
語
つ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
朝
鮮
語
の
教
材
と
し
て
採
る
べ
き
資
料
が
甚
だ
少
な
く
て
、
教
科
書
の

編
纂
に
は
頗
る
困
難
し
た
と
い
う
。
そ
れ
は
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
漢
文
と
諺
文
と
の
混
合
文
が
使
わ
れ
初
め
て
か
ら
日
が

浅
く
、
そ
れ
ま
で
は
、
諺
文
は
専
ら
婦
女
子
の
用
い
る
も
の
で
、
中
国
の
稗
史
、
小
説
類
の
諺
訳
や
春
香
伝
な
ど
の
諺
訳
は

多
く
あ
つ
た
け
れ
ど
も
、
皆
婦
女
子
の
読
み
物
と
し
て
漢
字
ぬ
き
の
諺
文
ば
か
り
で
書
か
れ
、
そ
の
内
容
も
児
童
生
徒
の
学

習
に
は
不
適
当
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
中
等
学
校
の
教
科
書
に
は
、
特
に
そ
の
感
が
深
く
と
て
も
文
学
上
の
趣
味
を
養
う

に
足
る
よ
う
な
朝
鮮
語
の
教
材
は
得
ら
れ
な
か
つ
た
。
そ
れ
で
「
朝
鮮
語
及
漢
文
」
の
時
間
に
は
、
専
ら
漢
文
（
中
国
の
漢

文
の
外
、
朝
鮮
の
学
者
の
書
い
た
漢
文
）
の
講
読
に
、
終
始
せ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
と
の
こ
と
で
あ
る）

11
（

。

萩
原
彦
三
に
よ
る
と
、
小
倉
進
平
や
小
田
省
吾
の
証
言
か
ら
、
学
務
局
は
教
科
書
の
教
材
選
定
に
苦
慮
し
た
の
だ
と
い
う
。
そ
れ

を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
学
務
局
で
は
地
方
の
説
話
調
査
を
行
っ
て
お
り
、
金
広
植
氏
の
研
究
に
よ
る
と
各
道
に
対
し
て
説
話
の
提
出

を
依
頼
し
て
そ
れ
を
受
け
付
け
、
出
張
調
査
を
行
う
な
ど
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る）

11
（

。

実
際
の
教
科
書
編
纂
方
針
に
つ
い
て
は
小
田
省
吾
が
『
朝
鮮
総
督
府
編
纂
教
科
書
概
要
』
を
残
し
て
い
る
の
で
参
考
に
な
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
修
身
の
内
容
の
選
定
に
つ
い
て
は
、
孝
道
は
忠
君
と
同
様
に
、
巻
ご
と
に
そ
れ
を
挙
げ
て
お
り
、
そ
の
例
話
も
「
内

地
人
」
の
ほ
か
、朝
鮮
各
道
に
照
会
し
て
地
方
模
範
人
物
の
事
績
を
調
査
し
、結
局
呂
東
賢
の
妻
（
忠
清
南
道
石
城
の
人
）、鄭
民
赫
（
全

羅
南
道
万
頃
の
人
）
な
ど
の
朝
鮮
人
事
蹟
を
選
択
し
た
と
い
う）

11
（

。
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た
だ
し
修
身
で
説
く
徳
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
選
択
を
し
た
と
い
う
。

現
時
の
朝
鮮
人
に
対
し
最
も
必
要
と
思
は
る
る
諸
徳
、
例
へ
ば
正
直
・
勤
勉
・
倹
約
・
貯
蓄
・
清
潔
・
衛
生
等
は
特
に
意
を

用
ひ
て
適
当
に
各
巻
に
配
当
し
、
又
朝
鮮
古
来
の
美
風
に
し
て
保
存
勧
奨
を
要
す
べ
き
も
の
、
例
へ
ば
尚
老
・
敬
師
等
、
及

び
弊
風
に
し
て
逆
に
改
善
す
べ
き
迷
信
・
遊
惰
・
実
業
を
卑
む
こ
と
等
は
何
れ
も
予
め
之
を
調
査
し
て
加
へ
た
り）

11
（

。

こ
れ
か
ら
修
身
の
徳
目
の
選
択
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
尚
老
・
敬
師
等
は
儒
教
的
な
徳
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
保
存
勧
奨
す

べ
き
も
の
で
あ
り
、
迷
信
・
遊
惰
・
実
業
を
卑
む
こ
と
は
改
善
す
べ
き
と
さ
れ
た
。
儒
教
的
な
徳
目
に
対
し
て
操
作
を
加
え
た
こ
と

が
わ
か
る
。

一
方
、
漢
文
に
つ
い
て
小
田
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

（
四
）
朝
鮮
語
漢
文
共
何
れ
も
其
の
教
材
は
国
語
と
同
様
国
民
性
を
涵
養
す
る
の
点
に
重
き
を
置
き
、
又
道
徳
を
教
へ
常
識

を
富
ま
し
、
普
通
の
事
物
を
弁
へ
し
む
る
に
意
を
用
ひ
て
選
択
し
、
殊
に
朝
鮮
語
教
材
に
於
て
は
第
三
学
年
以
上
に
朝
鮮
地

理
の
一
班
を
授
け
、
漢
文
教
材
に
於
て
は
成
る
べ
く
教
訓
と
な
る
べ
き
も
の
を
取
れ
り
。

（
五
）
漢
文
教
材
は
動
も
す
れ
ば
抽
象
的
に
陥
り
易
き
を
以
て
成
る
べ
く
具
体
的
材
料
を
選
び
、
小
学
・
論
語
・
孟
子
等
よ

り
取
れ
る
も
の
あ
る
も
、
又
慎
思
録
・
先
哲
叢
談
の
如
き
日
本
の
漢
籍
よ
り
取
れ
る
も
あ
り
、
富
士
山
・
中
江
藤
樹
の
如
き

我
国
の
事
物
史
伝
を
も
加
ふ
。
又
朝
鮮
に
於
て
は
漢
文
に
句
読
を
施
さ
ざ
る
も
、
其
の
代
に
「
吐
」（
送
り
仮
名
の
類
）
を

附
す
る
例
に
し
て
、
之
な
き
と
き
は
学
修
極
め
て
困
難
に
し
て
、
時
と
し
て
は
教
授
を
誤
る
こ
と
あ
る
を
以
て
、
同
読
本
中
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の
漢
文
教
材
に
は
尽
く
「
吐
」
を
附
し
、
又
書
く
文
章
の
典
拠
を
示
せ
り）

1（
（

。

こ
れ
に
よ
る
と
、
漢
文
は
道
徳
を
教
え
る
こ
と
、
朝
鮮
地
理
を
教
え
る
こ
と
に
も
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し

て
道
徳
に
つ
い
て
は
小
学
・
論
語
・
孟
子
と
い
っ
た
儒
教
の
経
典
の
ほ
か
に
日
本
の
漢
籍
か
ら
も
取
材
さ
れ
て
い
た
。
吐
を
導
入
す

る
こ
と
も
決
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
み
る
と
普
通
学
校
の
漢
文
で
は
修
身
と
並
ん
で
道
徳
教
育
に
裨
益
す
る
こ
と
が
図
ら

れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
高
等
普
通
学
校
の
高
等
朝
鮮
語
及
漢
文
読
本
に
つ
い
て
は
、　

本
書
も
国
民
性
涵
養
の
資
料
た
る
べ
き
も
の
を
選
択
し
た
る
は
言
を
要
せ
ず
、
殊
に
朝
鮮
語
教
材
に
は
農
業
其
の
他
総
督
府
の

奨
励
事
項
に
関
係
あ
る
も
の
を
多
く
取
り
、
漢
文
教
材
は
経
典
諸
子
其
の
他
内
外
の
諸
文
集
等
よ
り
、
教
訓
た
る
べ
き
も
の
模

範
文
た
る
べ
き
も
の
等
を
採
択
し
た
る
も
、
就
中
力
を
致
し
た
る
は
、
従
来
朝
鮮
人
の
親
昵
せ
る
漢
籍
中
よ
り
、
実
利
実
巧
を

説
き
、
若
く
は
産
業
奨
励
に
補
益
あ
る
材
料
を
選
択
し
、
以
て
古
聖
賢
の
説
く
所
亦
決
し
て
空
理
空
論
に
あ
ら
ざ
る
を
具
体
的

に
示
し
た
る
に
あ
り
。
之
れ
内
地
中
等
程
度
漢
文
教
科
書
の
多
く
美
文
を
主
と
せ
る
と
稍
趣
を
異
に
せ
る
所
な
り）

11
（

。

と
あ
り
、
や
は
り
儒
教
の
経
典
か
ら
取
材
し
て
い
る
が
、
従
来
の
朝
鮮
人
が
親
し
ん
だ
漢
籍
か
ら
実
利
実
巧
を
説
い
た
も
の
を
選
ん

で
い
る
。
高
等
普
通
学
校
の
漢
文
に
お
い
て
も
、
普
通
学
校
の
漢
文
と
同
様
、
道
徳
教
育
の
効
果
を
狙
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
編
纂
趣
旨
を
み
る
と
、
漢
文
系
教
科
に
お
い
て
は
漢
文
の
題
材
選
択
が
注
意
深
く
行
わ
れ
、
儒
教
の
経
典
の
よ

う
な
、
朝
鮮
人
が
従
来
親
し
ん
だ
テ
キ
ス
ト
で
は
あ
り
な
が
ら
、
日
本
側
統
治
者
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
徳
目
が
強
調
さ
れ
る
よ
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う
に
、
教
科
書
が
意
図
的
に
編
纂
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
漢
字
音
を
め
ぐ
る
混
乱
の
よ
う
な
問
題
は
起
き
て
い
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
。四　

編
纂
に
よ
る
副
産
物
―
漢
字
文
献
調
査
―

前
述
の
よ
う
な
学
務
局
当
局
に
お
け
る
、
漢
字
音
に
対
す
る
知
識
不
足
、
調
査
不
足
を
補
お
う
と
し
た
試
み
と
み
ら
れ
る
文
書
が

学
習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
学
習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
が
二
〇
一
二
年
に
受
け
入
れ
た
「
小

倉
進
平
関
係
文
書
」
で
あ
り
、
三
千
点
に
お
よ
ぶ
小
倉
進
平
の
フ
ィ
ー
ル
ド
カ
ー
ド
、
ノ
ー
ト
、
書
簡
な
ど
の
文
書
で
あ
る）

11
（

。
そ
の

な
か
の
カ
ー
ド
類
に
「
辞
書
関
係
」
封
筒
に
〈
表
〉
の
よ
う
な
漢
字
文
献
の
調
査
記
録
が
含
ま
れ
て
い
る
。
小
倉
進
平
は
一
九
一
一

年
か
ら
一
九
二
四
年
ま
で
学
務
局
編
輯
課
に
つ
と
め
、
一
貫
し
て
教
科
書
編
纂
に
あ
た
っ
た
と
見
ら
れ
る
が
、
ど
の
よ
う
に
漢
字
文

献
を
調
べ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

〈
表
〉
を
み
る
と
所
蔵
先
と
し
て
挙
が
っ
て
い
る
の
は
編
輯
課
、
奎
章
閣
、
無
印
で
あ
る
。
年
代
の
記
録
が
始
ま
っ
て
い
る
の
は

一
九
一
一
（
明
治
四
四
）
年
七
月
で
あ
り
、
小
倉
進
平
の
同
年
六
月
の
総
督
府
着
任
直
後
で
あ
る
。
一
九
一
三
（
大
正
二
）
年
五
月

の
カ
ー
ド
ま
で
は
欧
文
に
よ
る
朝
鮮
語
辞
典
（
主
に
総
督
府
所
蔵
）
の
概
要
で
あ
る
が
、
一
九
一
三
年
七
月
二
七
日
か
ら
八
月
一
八

日
ま
で
の
間
に
奎
章
閣
所
蔵
の
漢
字
文
献
の
調
査
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

カ
ー
ド
の
現
物
を
見
る
と
、
表
紙
に
書
名
と
冊
数
が
書
か
れ
、
中
に
各
文
献
の
目
次
や
序
跋
・
凡
例
・
関
心
部
分
の
抜
書
き
が
手

書
き
で
記
さ
れ
て
お
り
、
巻
末
に
調
査
日
と
小
倉
の
自
著
が
あ
る
様
式
に
ほ
ぼ
統
一
さ
れ
て
い
る
。

〈
表
〉
に
記
載
の
あ
る
『
芝
峰
類
説
』
は
一
八
世
紀
に
李
瀷
が
著
し
た
類
書
で
あ
り
、
朝
鮮
の
事
物
に
関
す
る
記
述
が
多
い
。『
山
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林
経
済
』
は
一
八
世
紀
に
洪
万
選
が
著
し
た
農
業
中
心
の
類
書
で
あ
り
、
語
彙
や
文
字
に
関
す
る
記
述
も
見
ら
れ
る
。『
攷
事
撮
要
』

は
一
六
世
紀
に
魚
叔
権
が
著
し
た
類
書
で
あ
り
、一
七
世
紀
ま
で
に
数
度
増
補
さ
れ
て
い
る
。『
文
彙
』や『
国
朝
彙
言
』、『
万
家
叢
玉
』

は
漢
字
語
に
関
す
る
朝
鮮
時
代
の
辞
書
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
小
倉
進
平
は
朝
鮮
時
代
の
類
書
や
辞
書
を
集
中
的
に
抜
き
書
き
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
奎
章
閣
の
利
用
は
朝
鮮

語
の
調
査
を
意
図
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。『
朝
鮮
語
調
査
会
議
』の
結
果
、「
漢
字
典
」を
編
纂
す
る
こ
と
に
な
っ

た
と
あ
る
が）

11
（

、
そ
の
準
備
の
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
朝
鮮
語
に
対
す
る
知
識
不
足
が
露
呈
し
た
学
務
局
の
も
と
で
は
、
小
倉
が

行
っ
た
漢
字
文
献
調
査
は
一
定
の
意
味
を
持
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か）

11
（

。
ほ
か
に
も
、
一
九
一
三
年
か
ら
小
倉
は
済
州
島
で
の
調

査
を
皮
切
り
に
朝
鮮
語
方
言
調
査
を
開
始
し
て
い
る
が）

11
（

、
済
州
島
の
調
査
は
学
務
局
の
公
的
な
出
張
に
よ
る
取
材
調
査
で
あ
っ
た）

11
（

。

奎
章
閣
は
一
七
七
六
年
に
、
昌
徳
宮
内
に
設
立
さ
れ
た
文
書
館
、
図
書
館
で
あ
る
。
一
九
世
紀
の
間
、
規
模
を
拡
大
し
て
い
っ
た

が
一
九
一
〇
年
八
月
の
韓
国
併
合
と
同
時
に
奎
章
閣
は
廃
止
さ
れ
た
。
韓
国
併
合
後
朝
鮮
総
督
府
は
、
一
九
一
一
年
六
月
に
朝
鮮
総

督
府
取
調
局
に
旧
奎
章
閣
図
書
を
引
き
受
け
さ
せ
、
璿
源
譜
閣
に
所
蔵
し
て
い
た
『
承
政
院
日
記
』
と
『
日
省
録
』
や
、
太
白
山
と

五
台
山
史
庫
の
蔵
書
も
接
収
し
て
旧
奎
章
閣
図
書
に
合
流
さ
せ
た
。
そ
の
後
一
九
一
二
年
四
月
に
奎
章
閣
図
書
は
参
事
官
室
に
移
管

さ
れ
、「
分
室
」
が
置
か
れ
た
。
一
九
二
二
年
一
一
月
に
奎
章
閣
図
書
は
学
務
局
に
移
管
さ
れ
、
学
務
課
に
分
室
が
置
か
れ
た）

11
（

。
そ

し
て
一
九
三
〇
年
ま
で
に
奎
章
閣
図
書
は
朝
鮮
総
督
府
学
務
局
か
ら
京
城
帝
国
大
学
に
譲
渡
さ
れ
た
。
現
在
同
図
書
は
ソ
ウ
ル
大
学

校
奎
章
閣
韓
国
学
研
究
院
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。

永
島
広
紀
の
研
究
に
よ
れ
ば
、「
取
調
局
」
が
図
書
の
整
理
を
管
掌
し
て
い
た
が
、
同
局
廃
止
後
、
総
督
官
房
の
参
事
官
室
が
そ

れ
を
引
き
継
ぎ
、
一
貫
し
て
図
書
整
理
の
中
心
に
あ
っ
た
の
は
、
民
法
典
編
纂
の
た
め
に
渡
韓
し
た
梅
謙
次
郎
の
弟
子
の
小
田
幹
治

郎
で
あ
り
、
小
田
ら
参
事
官
室
員
が
編
輯
し
た
『
朝
鮮
図
書
解
題
』（
一
九
一
五
年
刊
）
に
よ
っ
て
実
録
・
儀
軌
を
は
じ
め
と
す
る
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官
府
文
書
の
全
貌
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
う）

11
（

。
そ
の
一
方
で
、
当
時
京
都
帝
国
大
学
で
朝
鮮
史
を
講
じ
て
い
た
今
西
龍
（
後
に
京

城
帝
国
大
学
教
授
）
は
、
奎
章
閣
は
当
時
一
般
の
研
究
者
に
は
障
壁
が
高
か
っ
た
と
述
べ
て
お
り）

11
（

、
朝
鮮
人
公
衆
も
用
い
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た）

1（
（

。

こ
の
奎
章
閣
の
所
管
は
一
九
一
一
年
か
ら
一
九
一
二
年
四
月
ま
で
が
内
務
部
取
調
局
で
あ
り
、
一
九
一
二
年
四
月
か
ら
一
九
二
二

年
ま
で
が
総
務
局
参
事
官
室
で
あ
っ
た
。
学
務
局
で
は
な
い
。
し
か
し
「
小
倉
進
平
関
係
文
書
」
か
ら
は
一
九
一
三
年
に
は
小
倉
進

平
の
よ
う
な
学
務
局
員
も
奎
章
閣
を
利
用
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ほ
か
に
も
当
時
京
城
高
等
普
通
学
校
教
諭
で
あ
っ
た
高
橋
亨

は
、『
朝
鮮
図
書
解
題
』
の
編
纂
に
協
力
し
、
奎
章
閣
資
料
を
歴
史
調
査
の
た
め
に
閲
覧
調
査
し
た
と
い
う）

11
（

。
小
倉
進
平
関
係
文
書

の
原
稿
用
紙
は
「
取
調
局
」
の
用
紙
の
も
の
が
い
く
つ
か
あ
り
、
そ
れ
は
一
定
程
度
、
奎
章
閣
を
管
理
す
る
総
務
局
参
事
官
室
と
学

務
局
と
の
間
で
協
力
体
制
は
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
み
ら
れ
る
。

小
倉
進
平
は
そ
の
後
、「
朝
鮮
に
お
け
る
辞
書
の
沿
革
」
を
『
國
學
院
雑
誌
』
に
一
九
一
三
年
一
二
月
（
一
九
巻
一
二
号
）、

一
九
一
四
年
二
月
（
二
〇
巻
二
号
）、
一
九
一
四
年
三
月
（
二
〇
巻
三
号
）
と
掲
載
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
集
大
成
か
つ
増
補
し
て

一
九
二
〇
年
に
『
朝
鮮
語
学
史
』（
大
阪
屋
号
書
店
）
を
刊
行
し
て
い
る
が
、そ
こ
に
収
録
さ
れ
る
朝
鮮
時
代
の
辞
書
は
前
述
の
〈
表
〉

に
含
ま
れ
る
文
献
で
あ
る
。

漢
字
文
献
調
査
の
当
初
の
意
図
は
現
在
の
と
こ
ろ
、
文
献
か
ら
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
共
時
的
な
方
言
調
査
が
学
務
局
の
公

的
な
事
業
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
朝
鮮
語
の
通
時
的
調
査
も
学
務
局
の
公
的
な
事
業
と
し
て
行
わ
れ
た
の
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
か
。
漢
字
音
に
関
す
る
情
報
が
小
倉
進
平
の
研
究
成
果
を
も
と
に
、
広
く
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
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五　

お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
本
論
で
は
、
一
九
一
〇
年
の
韓
国
併
合
直
後
か
ら
の
植
民
地
教
育
に
お
け
る
漢
字
、
漢
文
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て

考
察
を
行
っ
た
。

第
一
章
で
有
力
者
の
朝
鮮
語
・
漢
字
・
漢
文
観
を
考
察
し
た
と
こ
ろ
、
朝
鮮
語
・
漢
文
廃
止
論
者
が
い
た
一
方
で
、
日
本
語
専
用

に
慎
重
な
論
者
（
沢
柳
正
太
郎
）
も
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
漢
文
に
つ
い
て
は
、
普
通
学
校
に
朝
鮮
人
生
徒
を
勧
誘
す
る
の

に
必
須
の
教
科
と
し
て
消
極
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
市
村
瓚
次
郎
や
寺
内
総
督
は
儒
教
教
育
の
積
極
的
活
用
を
企
図
し
て
い

た
。第

二
章
で
総
督
府
学
務
局
に
お
け
る
漢
字
議
論
を
分
析
し
た
が
、
そ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
朝
鮮
知
識
人
が
朝
鮮
漢
字
音
に

対
し
て
地
理
的
、
歴
史
的
に
深
い
知
識
を
表
明
し
た
の
に
対
し
、
日
本
側
官
吏
は
実
用
上
の
理
由
し
か
、
漢
字
音
表
記
の
統
一
に
挙

げ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
『
吐
』
に
つ
い
て
は
解
釈
の
乱
れ
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
積
極
的
に
導
入
が
提
唱
さ

れ
た
。

第
三
章
で
は
教
科
書
の
編
纂
過
程
を
概
観
し
た
が
、
そ
こ
で
は
儒
教
的
な
徳
目
が
選
択
的
に
強
調
さ
れ
、
道
徳
教
育
を
前
面
に
う

た
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
教
科
書
に
お
け
る
漢
字
の
音
表
記
に
比
べ
る
と
、
総
督
府
当
局
は
教
科
書
内
容
の
選
択
を
比
較
的

容
易
に
実
施
し
た
よ
う
に
見
ら
れ
る
。

第
四
章
で
は
小
倉
進
平
旧
蔵
の
調
査
記
録
か
ら
、
学
務
局
編
輯
課
員
で
あ
っ
た
小
倉
が
一
九
一
三
年
の
夏
に
奎
章
閣
所
蔵
の
漢
字

関
係
文
献
を
集
中
的
に
調
査
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
中
身
は
後
に
『
朝
鮮
語
学
史
』
に
収
録
さ
れ
る
が
、
公
的
事
業
と

し
て
行
わ
れ
た
方
言
調
査
の
場
合
か
ら
類
推
す
る
と
、
公
的
に
文
献
調
査
が
行
わ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
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こ
う
し
た
漢
文
、
漢
字
語
教
育
に
お
い
て
教
育
内
容
の
選
択
に
は
困
ら
な
い
が
、
朝
鮮
語
表
記
に
は
困
る
と
い
う
の
は
、
日
本
人

が
漢
文
を
読
む
際
に
は
日
本
式
に
訓
読
で
き
る
た
め
、
朝
鮮
式
に
素
読
を
行
う
必
要
が
な
か
っ
た
こ
と
が
要
因
に
あ
る
よ
う
に
考
え

ら
れ
る
。
日
本
人
官
吏
が
実
務
上
朝
鮮
語
の
運
用
に
長
け
て
い
て
も
そ
れ
は
ソ
ウ
ル
方
言
で
あ
っ
て
、
方
言
や
古
文
献
を
通
じ
た
朝

鮮
語
の
体
系
的
知
識
の
あ
る
日
本
人
が
、
韓
国
併
合
直
後
に
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ

る
。
小
倉
進
平
の
方
言
調
査
や
古
文
献
調
査
は
そ
う
し
た
背
景
を
も
と
に
行
わ
れ
た
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。

註（
１
）
朝
鮮
総
督
府
編
『
朝
鮮
教
育
要
覧　

大
正
八
年
』
朝
鮮
総
督

府
、
一
九
一
九
年
、
一
四
七
頁
。

（
２
）
朝
鮮
総
督
府
内
務
部
学
務
局
編
『
朝
鮮
教
育
要
覧　

大
正
四

年
』
朝
鮮
総
督
府
内
務
部
学
務
局
、
一
九
一
五
年
、
二
一
頁
。

（
３
）
鄭
在
哲
『
日
帝
의 

対
韓
国
植
民
地
教
育
政
策
史
』
一
志
社
、

一
九
八
五
年
。

（
４
）
古
川
宣
子
「
植
民
地
期
朝
鮮
に
お
け
る
初
等
教
育
―
就
学
状

況
の
分
析
を
中
心
に
」『
日
本
史
研
究
』
三
七
〇
、一
九
九
三

年
六
月
。
同
「
朝
鮮
に
お
け
る
普
通
学
校
の
定
着
過
程

―
一
九
一
〇
年
代
を
中
心
に
」『
日
本
の
教
育
史
学
』

三
八
、一
九
九
五
年
一
〇
月
。

（
５
）
井
上
薫
「
日
本
帝
国
主
義
の
朝
鮮
に
対
す
る
教
育
政
策
―
第

一
次
朝
鮮
教
育
令
の
成
立
過
程
に
お
け
る
帝
国
教
育
会
の
関

与
」『
北
海
道
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
六
二
、一
九
九
四
年
一
月
。

（
６
）
佐
藤
由
美
『
植
民
地
教
育
政
策
の
研
究
―
朝
鮮
・
一
九
〇
五

− 

一
九
一
一
』
龍
渓
書
舎
、二
〇
〇
〇
年
。
本
間
千
景
『
韓
国
「
併

合
」
前
後
の
教
育
政
策
と
日
本
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
〇
年
。

（
７
）
呉
成
哲
『
식
민
지 

초
등
교
육
의 

형
성
』
교
육
과
학
사
、

二
〇
〇
二
年
。
佐
野
通
夫
『
日
本
植
民
地
教
育
の
展
開
と
朝
鮮

民
衆
の
対
応
』
社
会
評
論
社
、
二
〇
〇
六
年
。

（
８
）
伊
藤
幸
司
編
『
寺
内
正
毅
ゆ
か
り
の
図
書
館
桜
圃
寺
内
文
庫

の
研
究
―
文
庫
解
題
・
資
料
目
録
・
朝
鮮
古
文
書
解
題
』
勉
誠

出
版
、
二
〇
一
三
年
。
伊
藤
幸
司
・
永
島
広
紀
・
日
比
野
利
信

編
『
寺
内
正
毅
と
帝
国
日
本
―
桜
圃
寺
内
文
庫
が
語
る
新
た
な

歴
史
像
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
五
年
。

（
９
）
森
田
芳
夫
『
韓
国
に
お
け
る
国
語
・
国
史
教
育
』
原
書
房
、

一
九
八
七
年
。
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（
10
）
井
上
薫
「
第
一
次
朝
鮮
教
育
令
下
に
お
け
る
日
本
語
普
及
・

強
制
政
策
―
「
国
語
講
習
会
」「
国
語
講
習
所
」
に
よ
る
日
本

語
普
及
政
策
と
そ
の
実
態
」『
北
海
道
大
学
教
育
学
部
紀
要
』

六
六
、一
九
九
五
年
二
月
。
井
上
薫
「
日
本
統
治
下
朝
鮮
の
日

本
語
普
及
・
強
制
政
策
―
一
九
一
〇
年
代
初
期
に
お
け
る
私
立

学
校
・
書
堂
の
利
用
・
弾
圧
」『
北
海
道
大
学
教
育
学
部
紀
要
』

六
九
、一
九
九
五
年
一
二
月
。
久
保
田
優
子
『
植
民
地
朝
鮮
の

日
本
語
教
育
―
日
本
語
に
よ
る
「
同
化
」
教
育
の
成
立
過
程
』

九
州
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
。

（
11
）
イ
ヨ
ン
ス
ク
『「
国
語
」
と
い
う
思
想
―
近
代
日
本
の
言
語

認
識
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
。
安
田
敏
朗
『
帝
国
日
本
の

言
語
編
制
』
世
織
書
房
、
一
九
九
七
年
。

（
12
）
朴
鵬
培
『
韓
国
国
語
教
育
全
史　

上
』
大
韓
教
科
書
、

一
九
八
七
年
。
金
敏
洙
『
国
語
政
策
論
』
高
麗
大
学
校
出
版
部
、

一
九
七
三
年
。

（
13
）
山
田
寛
人
『
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
朝
鮮
語
奨
励
政
策
―
朝

鮮
語
を
学
ん
だ
日
本
人
』
不
二
出
版
、
二
〇
〇
四
年
。

（
14
）
三
ツ
井
崇
『
朝
鮮
植
民
地
支
配
と
言
語
』
明
石
書
店
、

二
〇
一
〇
年
。

（
15
）
ほ
か
に
以
下
の
よ
う
に
植
民
地
期
の
教
科
書
、
国
語
読
本

に
つ
い
て
の
研
究
も
進
ん
で
い
る
。
李
淑
子
『
教
科
書
に
描

か
れ
た
朝
鮮
と
日
本
―
朝
鮮
に
お
け
る
初
等
教
科
書
の
推
移

一
八
九
五

−

一
九
七
九
』
ほ
る
ぷ
出
版
、
一
九
八
五
年
。
北
川

知
子「
朝
鮮
総
督
府
編
纂『
普
通
学
校
国
語
読
本
』が
語
る
こ
と
」

『
植
民
地
教
育
史
研
究
年
報
』
九
、二
〇
〇
七
年
四
月
。
강
진
호

ほ
か
『
朝
鮮
語
読
本
과　

国
語
文
化
』
제
이
앤
씨
、二
〇
一
一
年
。

김
순
전
ほ
か
『
식
민
지
조
선 

만
들
기

−

일
제
강
점
기 

일
본
어

교
과
서
『
国
語
読
本
』
을 

통
해 

본
』
제
이
앤
씨
、
二
〇
一
二

年
な
ど
が
あ
る
。

（
16
）
이
종
목「
일
제
강
점
기 

한
문
학 

연
구
의 

성
과

」 

이
병
근 

ほ
か
『
일
제 

식
민
지 

시
기 

한
국
의 

언
어
와 

문
학
』 

서
울
대
학
교
출
판
부
、
二
〇
〇
七
年
。

（
17
）
川
原
秀
城
・
金
光
来
編
訳
『
高
橋
亨
朝
鮮
儒
学
論
集
』
知
泉

書
館
、
二
〇
一
一
年
。
林
月
恵
・
李
明
輝
編
『
高
橋
亨
与
韓
国

儒
学
研
究
』
国
立
台
湾
大
学
出
版
中
心
、
二
〇
一
五
年
。

（
18
）
安
田
敏
朗
『「
言
語
」
の
構
築
―
小
倉
進
平
と
植
民
地
朝
鮮
』

三
元
社
、
一
九
九
九
年
、
二
五

−

二
七
頁
。

（
19
）
三
土
忠
造
「
朝
鮮
人
の
教
育
」『
教
育
界
』
九
巻
一
二
号
、

一
九
一
〇
年
一
〇
月
、
二
五
頁
。

（
20
）
沢
柳
政
太
郎
「
鮮
人
教
育
と
国
語
問
題
」『
朝
鮮
』
三
六
号
、

一
九
一
一
年
二
月
、
一
五
頁
。

（
21
）
沢
柳
政
太
郎
、
前
掲
論
文
、
一
五
頁
。
な
お
久
保
田
は
日
本

語
に
よ
る
「
同
化
」
論
者
と
し
て
沢
柳
を
三
土
と
並
べ
て
い
る

が
（
久
保
田
優
子
、
前
掲
書
、
六
一

−

六
三
頁
）、
こ
の
史
料

か
ら
は
三
土
と
は
力
点
の
違
い
が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

（
22
）
佐
藤
由
美
、
前
掲
書
、
三
〇
五
頁
。
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（
23
）
寺
内
正
毅
「
新
任
公
立
普
通
学
校
長
ニ
対
ス
ル
訓
示　

明

治
四
五
年
四
月
三
〇
日
」『
総
督
訓
示
集
』
朝
鮮
総
督
府
、

一
九
一
三
年
、
九
七
頁
。

（
24
）
山
田
寛
人
、
前
掲
書
、
九
五

−

一
〇
六
頁
。

（
25
）
朝
鮮
総
督
府
内
務
部
学
務
局
、
前
掲
書
、
三
五
頁
。

（
26
）
朝
鮮
総
督
府
内
務
部
学
務
局
、
前
掲
書
、
三
五

−

三
六
頁
。

（
27
）
朝
鮮
総
督
府
内
務
部
学
務
局
、
前
掲
書
、
二
〇
頁
。

（
28
）
な
お
関
屋
は
自
身
を
含
め
た
日
本
人
が
、
朝
鮮
語
を
学
習
せ

ず
に
通
訳
を
介
し
て
意
思
疎
通
を
図
っ
た
こ
と
を
遺
憾
に
思
っ

て
い
る
と
後
年
に
回
想
し
て
い
る
（
関
屋
貞
三
郎
「
併
合
直
後

に
於
け
る
学
制
の
改
革
」『
朝
鮮
統
治
の
回
想
と
批
判
』
朝
鮮

新
聞
社
、
一
九
三
六
年
、
一
八
頁
。

（
29
）
立
柄
教
俊
「
朝
鮮
教
育
の
近
状
」『
教
育
時
論
』
九
四
一
号
、

一
九
一
一
年
六
月
、
一
七

−
一
八
頁
。

（
30
）
金
沢
庄
三
郎
「
余
の
朝
鮮
人
教
育
意
見
」『
朝
鮮
』
三
五
号
、

一
九
一
一
年
一
月
、
二
四
頁
。

（
31
）
三
土
忠
造
、
前
掲
論
文
、
二
五
頁
。

（
32
）
井
上
哲
次
郎
「
日
韓
併
合
と
今
後
の
教
育
」『
教
育
界
』
九
巻

一
二
号
、
一
九
一
〇
年
一
〇
月
、
九
頁
。

（
33
）
井
上
哲
次
郎
、
前
掲
論
文
、
九
頁
。

（
34
）
井
上
哲
次
郎
、
前
掲
論
文
、
一
〇
頁
。

（
35
）
市
村
瓚
次
郎
「
日
韓
併
合
と
精
神
統
一
」『
教
育
界
』
九
巻

一
二
号
、
一
九
一
〇
年
一
〇
月
、
一
六
頁
。

（
36
）
市
村
瓚
次
郎
、
前
掲
論
文
、
一
七
頁
。

（
37
）「
朝
鮮
教
育
と
総
督
」『
教
育
時
論
』
九
三
四
号
、
一
九
一
一

年
六
月
、
三
六
頁
。

（
38
）
立
柄
教
俊
、
前
掲
記
事
、
一
八
頁
。

（
39
）
弓
削
幸
太
郎
『
朝
鮮
の
教
育
』
自
由
討
究
社
、
一
九
二
三
年
、

一
三
八
頁
。

（
40
）
金
敏
洙
、
前
掲
書
、
二
四

−

二
五
頁
。

（
41
）
古
川
宣
子
「
植
民
地
近
代
社
会
に
お
け
る
初
等
教
育
構
造 

―
―
朝
鮮
に
お
け
る
非
義
務
制
と
学
校
「
普
及
」
問
題
」
駒
込

武
・
橋
本
伸
也
編
『
帝
国
と
学
校
』
昭
和
堂
、
二
〇
〇
七
年
、

一
五
五
頁
。

（
42
）
朝
鮮
総
督
府
内
務
部
学
務
局
、
前
掲
書
、
四
頁
。

（
43
）
三
ツ
井
崇
、
前
掲
書
、
第
三
章
「
支
持
さ
れ
ぬ
言
語
規
範
」

一
一
一

−

一
六
三
頁
。

（
44
）
管
理
は
同
大
学
文
学
部
漢
籍
コ
ー
ナ
ー
が
行
っ
て
い
る
。
ま

た
資
料
の
影
印
が
李
廷
恩
「
朝
鮮
総
督
府
朝
鮮
語
調
査
会
議
」

『
韓
国
言
語
文
化
研
究
』
一
一
号
、
二
〇
〇
五
年
一
二
月
、
一

−

八
七
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
原
本
調
査
を
行
っ
た
。

（
45
）『
朝
鮮
語
調
査
会
議
議
事
録
』
第
一
回
、
二
頁
。

（
46
）『
朝
鮮
語
調
査
会
議
議
事
録
』
第
一
回
、
三
頁
。

（
47
）『
朝
鮮
語
調
査
会
議
議
事
録
』
第
一
回
、
五
頁
。

（
48
）『
朝
鮮
語
調
査
会
議
議
事
録
』
第
二
回
、
四

−

五
頁
。

（
49
）『
朝
鮮
語
調
査
会
議
議
事
録
』
第
二
回
、
五

−

六
頁
。
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（
50
）『
朝
鮮
語
調
査
会
議
議
事
録
』
第
二
回
、
六
頁
。

（
51
）『
朝
鮮
語
調
査
会
議
議
事
録
』
第
二
回
、
七

−

八
頁
。

（
52
）『
朝
鮮
語
調
査
会
議
議
事
録
』
第
三
回
、
七

−

八
頁
。

（
53
）『
朝
鮮
語
調
査
会
議
議
事
録
』
第
三
回
、
八

−

九
頁
。

（
54
）『
朝
鮮
語
調
査
会
議
議
事
録
』
第
三
回
、
一
〇
頁
。

（
55
）『
朝
鮮
教
育
会
雑
誌
』
二
七
号
、
一
九
一
四
年
四
月
、
四
四
頁
。

（
56
）
三
ツ
井
崇
、
前
掲
書
、
一
三
〇
頁
。

（
57
）
萩
原
彦
三
『
友
邦
シ
リ
ー
ズ　

第
三
号　

日
本
統
治
下
の
朝

鮮
に
お
け
る
朝
鮮
語
教
育
』
財
団
法
人
友
邦
協
会
、
一
九
六
六

年
、
一
〇
頁
。

（
58
）
金
広
植
「「
韓
国
併
合
」
前
後
に
帝
国
日
本
と
植
民
地
朝
鮮
で

実
施
さ
れ
た
民
間
伝
承
調
査
」『
神
奈
川
大
学
国
際
常
民
文
化
研

究
機
構
年
報
』
四
号
、二
〇
一
三
年
九
月
、一
〇
九

−

一
一
五
頁
。

（
59
）
小
田
省
吾
『
朝
鮮
総
督
府
編
纂
教
科
書
概
要
』
朝
鮮
総
督
府
、

一
九
一
七
年
、
一
〇
頁
。

（
60
）
小
田
省
吾
、
前
掲
書
、
九
頁
。

（
61
）
小
田
省
吾
、
前
掲
書
、
一
六
頁
。

（
62
）
小
田
省
吾
、
前
掲
書
、
二
二

−

二
三
頁
。

（
63
）
杉
田
善
弘
監
修
、
辻
大
和
・
富
澤
萌
未
・
水
野
圭
士
編
『
調

査
研
究
報
告
六
〇
号　

小
倉
進
平
関
係
文
書
目
録
』
学
習
院
大

学
東
洋
文
化
研
究
所
、
二
〇
一
六
年
。

（
64
）『
朝
鮮
語
調
査
会
議
ニ
関
ス
ル
報
告
書
案
』（
東
京
大
学
文
学

部
言
語
学
研
究
室
小
倉
文
庫
所
蔵
）。

（
65
）
な
お
学
務
局
と
は
別
に
、
取
調
局
（
の
ち
に
中
枢
院
に
継
承
）

で
は
植
民
地
期
初
期
に
『
朝
鮮
語
辞
典
』
の
編
集
事
業
を
行
っ

て
お
り
、
一
九
二
〇
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
小
倉
進
平
も
辞

典
の
審
査
委
員
を
務
め
た
。

（
66
）
小
倉
進
平
『
朝
鮮
語
方
言
の
研
究
』
後
編
研
究
編
、岩
波
書
店
、

一
九
四
四
年
、
八
頁
。

（
67
）『
済
州
島
出
張
報
告
書
原
稿　

大
正
元
年
一
二
月
三
一
日
』（
学

習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
所
蔵
小
倉
進
平
関
係
文
書
）。

（
68
）
愼
鏞
廈
「
奎
章
閣
圖
書
의 

變
遷
過
程
의 

대
한 

一
研
究
」『
奎

章
閣
』
五
、一
九
八
一
年
一
二
月
、
七
三

−

七
六
頁
。

（
69
）
永
島
広
紀
「
旧
宮
内
省
図
書
寮
の
朝
鮮
本
蒐
集
と
日
韓
の

文
化
財
問
題
」『
年
報
朝
鮮
学
』
一
六
、二
〇
一
三
年
一
二
月
、

七
七
頁
。

（
70
）
今
西
龍
「
朝
鮮
史
の
栞
（
第
三
回
）」『
史
林
』
二

−

一
、

一
九
一
七
年
一
月
。
た
だ
し
総
督
府
の
嘱
託
で
あ
っ
た
上
田
万

年
や
内
藤
湖
南
は
奎
章
閣
の
閲
覧
調
査
を
行
っ
て
い
た
（
辻
大

和
「
長
谷
川
好
道
と
東
国
通
鑑
」『
ア
ジ
ア
遊
学
一
九
八　

海

を
渡
る
史
書
』、
二
〇
一
六
年
六
月
、
一
二
〇

−

一
二
二
頁
）。

（
71
）
愼
鏞
廈
、
前
掲
論
文
、
七
七

−

七
八
頁
。

（
72
）「
高
橋
亨
先
生
遺
影
・
年
譜
略
・
著
作
年
表
」『
朝
鮮
学
報
』

四
八
輯
、
一
九
六
八
年
七
月
、
六

−

七
頁
。
通
堂
あ
ゆ
み
「
高

橋
亨
と
朝
鮮
」
川
原
秀
城
・
金
光
来
、
前
掲
書
、
四
二
二

−

四
二
三
頁
。
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＜表＞小倉進平の漢字関係文献調査記録

封筒番号 資料名 所蔵元 年代 原稿用紙の表示

5-1-4-2 James Scott
“English-Corean Dictionary”

不明 不明 不明

5-1-4-3 The Principal Features
of Corean Grammar

不明 不明 不明

5-1-4-4 English-corean dictionary 不明 明治 44 年 7 月 28 日 朝鮮総督府

5-1-4-5 魏から清代の字書 不明 不明 学務局

5-1-4-6 仏国宣教師　韓仏字典　
一八八〇年

不明 不明 相馬屋

5-1-4-7 スコット氏　英鮮字典　
一八九一年

総督府 大正 2 年 4 月 20 日 相馬屋

5-1-4-8 アンダーウッド韓英字典　
一八九〇年

総督府 大正 2 年 4 月 29 日 相馬屋

5-1-4-9 アンダーヴッド　英韓字典　
一八九〇年）

総督府 大正 2 年 4 月 30 日 相馬屋

5-1-4-10 羅韓辞典　一八九一年 総督府 大正 2 年 4 月 30 日 相馬屋

5-1-4-11 ゲール　韓英字典（初版）　
一八九七年

総督府 大正 2 年 5 月 8 日 鍋町玉海堂

5-1-4-12 ゲール　韓英字典（改版）　
一九一一年

不明 大正 2 年 5 月 9 日 鍋町玉海堂

5-1-4-13 訓蒙字会凡例 不明 大正元年 11 月 5 日

5-1-4-14 訓蒙字会　鮎貝氏蔵
（板本）

不明 大正 2 年 6 月 11 日 鍋町玉海堂

5-1-4-15 四声通解（序及ビ凡例）
（板本）

編輯課 大正 2 年 5 月 21 日 鍋町玉海堂

5-1-4-16 四声通攷凡例（世宗、申
叔舟）（写本）

高橋氏 大正 2 年 5 月 22 日 鍋町玉海堂

5-1-4-17 大東韻府群玉　二十巻　
（板本）

編輯課 大正 2 年 6 月 8 日 鍋町玉海堂

5-1-4-18 芝峰類説　十冊二十巻本　
（版本）

奎章閣 大正 2 年 7 月 27 日 松屋

5-1-4-19 増補山林経済　十六巻
八冊　（写本）

奎章閣 大正 2 年 7 月 28 日 松屋

5-1-4-20 才物譜　写本 不明 松屋

5-1-4-21 文彙　九冊（写本） 奎章閣 大正 2 年 8 月 1 日 松屋

5-1-4-22 新編玉叢　四巻二冊　
（版本）

奎章閣 大正 2 年 8 月 1 日 松屋
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5-1-4-23 国朝彙言　十二巻十冊　　
（写本）

奎章閣 大正 2 年 8 月 1 日 松屋

5-1-4-24 万家叢玉　八巻十二冊　
（版本）

奎章閣 大正 2 年 8 月 4 日 松屋

5-1-4-25 新編彙語　全体二十
冊ノ由ナルモ奎本
ハ六冊（巻十四）
以下欠　（版本）

奎章閣 大正 2 年 8 月 4 日 松屋

5-1-4-26 金時敏（奎章閣解説）
東圃彙言　（写本）

奎章閣 大正 2 年 8 月 5 日 松屋

5-1-4-27 同文彙考（版本） 奎章閣 大正 2 年 8 月 5 日 松屋

5-1-4-28 星湖僿説類選　（写本） 奎章閣 大正 2 年 8 月 6 日 松屋

5-1-4-29 類苑叢宝　二十二冊
四十七巻　（版本）

奎章閣 大正 2 年 8 月 6 日 松屋

5-1-4-30 攷事撮要　五？冊 奎章閣？ 不明 哲学大辞書

5-1-4-31 攷事新書　七冊十五巻
（版本）

奎章閣 大正 2 年 8 月 18 日 哲学大辞書


